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本書の利用にあたって

１．本書には，平成29年２月４日実施の第40回信用事業業務検

定試験「貯金実務」に出題した試験問題がすべて収録され

ています。

２．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていない

ものもあります。

３．なお，この試験問題と解説は，試験実施日を基準にしてお

りますので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・

制度等」の改正，変更にご注意ください。

本書の内容についての照会先

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１
新有楽町ビル６Ｆ

農林中金アカデミー通信検定部
TEL　03−3217−3071

（ダイヤルイン）
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正 解 と 解 説
貯 金 実 務

各問の⑴～⑸の中から正しいものを１つ選んでください。

貯金業務の基本

貯金取引における取引相手方の確認 解　説

⑴	　「主観説」とは，預入行為や意思表

示等の外形を重視する考え方で，「預

入に際して，他人（預入行為者以外の

者）が貯金者であることを明示（はっ

きり言うこと）または黙示（暗黙のう

ちに意思を示すこと）したとき以外は，

預入行為者を貯金者とする」という説

である。したがって，⑴の記述は誤り

である。

⑵	　貯金は特定者（貯金者）から預かり，

それをその特定者（貯金者）へ返還し

なければならない指名債権である。し

たがって，⑵の記述は誤りである。

⑶	　真の貯金者を認定するためには，①

出捐者（貯金をする意思をもって金銭

を出した人），②来店者（貯金をする

ために金銭を持って金融機関に来た

人），③貯金通帳・証書と届出印章を

占有（保管）している者，④貯金の名

義者，の４点を確認する必要があり，

①～④のなかの一つでも違う場合に

は，誰が貯金者であるかという問題が

問　１　貯金取引における取引の相手方の
確認について，正しいものを１つ選びなさ
い。
⑴	　「主観説」とは，「自己の出捐により自
己の貯金とする意思で貯金した場合には，
その出捐者を貯金者とみなす」という説
である。
⑵	　貯金は特定者（貯金者）から預かり，
それをその特定者（貯金者）へ返還しな
ければならない指図債権である。
⑶	　貯金者を認定するためには，①出捐者
（貯金をする意思をもって金銭を出した
人），②来店者（貯金をするために金銭を
持って金融機関に来た人），③貯金通帳・
証書と届出印章を占有（保管）している
者の３点をもって確認する必要があるが，
①②③が同一者であれば貯金者が誰かと
いう問題は起こらない。
⑷	　貯金者認定で被る金融機関の不利な立
場を救済するために，「貯金規定の中の免
責条項」（免責約款）と民法の「債権の準
占有者に対する弁済規定」がある。
⑸	　「客観説」とは「預入に際して，他人（預
入行為者以外の者）が貯金者であること
を明示または黙示したとき以外は，預入

正解　⑷
正解率　73％

行為者を貯金者とする」という説である。
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貯 金 取 引 の 相 手 方

問　２　貯金取引の相手方について，誤っ
ているものを１つ選びなさい。
⑴	　未成年者の法定代理人は，第一次的に
は親権者がなり，父母がともに死亡，ま
たは親権者が管理権を有しないときは，
第二次的に未成年後見人がつけられる。
⑵	　意思能力が不完全であることを理由に，
行為能力が制限されている者を制限行為
能力者といい，未成年者，成年被後見人，
被保佐人，被補助人がこれに該当する。
⑶	　未成年者であっても結婚した者は成年
者とみなされる。また「一種又は数種の
営業を許された未成年者は，その営業に
関しては，成年者と同一の行為能力を有
する」とされている。
⑷	　自然人（個人）との取引において，取
引のあとで制限行為能力者であることが
判明した場合は，取消すことができる行
為であっても，実際に取消されなければ
その行為は有効である。
⑸	　未成年者の法定代理人は，未成年者の
財産に関する法律行為について代理権を

生じる。したがって，⑶の記述は誤り

である。

⑷	　貯金者認定で被る金融機関の不利な

立場を救済するために，「貯金規定の

中の免責条項」（免責約款）と民法の「債

権の準占有者に対する弁済規定」があ

る。したがって，⑷の記述は正しく，

これが本問の正解である。

⑸	　「客観説」とは，実質を重視する考

え方で，「自己の出捐により自己の貯

金とする意思で貯金した場合には，そ

の出捐者を貯金者とみなす」という説

である。したがって，⑸の記述は誤り

である。

解　説

⑴	　未成年者の法定代理人は，第一次的

には親権者がなり，父母がともに死亡，

または親権者が管理権を有しないとき

は，第二次的に未成年後見人がつけら

れる。したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　意思能力が不完全であることを理由

に，行為能力が制限されている者を制

限行為能力者といい，未成年者，成年

被後見人，被保佐人，被補助人がこれ

に該当する。これらの者が一定の手順

を踏まないで単独で行った法律行為

は，あとで取消すことができるとして，

民法はこれを保護している。したがっ

て，⑵の記述は正しい。

⑶	　未成年者であっても結婚した者は成

年者とみなされる。また「一種又は数

種の営業を許された未成年者は，その

営業に関しては，成年者と同一の行為

能力を有する」とされている。この場

合には，登記する必要があり，商業登

記簿の謄本で確認することができる。

したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　自然人（個人）との取引において，

取引のあとで制限行為能力者であるこ

とが判明した場合は，取消すことがで

きる行為であっても，実際に取消され

なければその行為は有効である。しか

し，そのまま放置しておくと，いつ取

消されるか不安が残るので，制限行為

能力者を保護する者（法定代理人等）

正解　⑸
正解率　82％

持たず，直接に，法定代理人と契約を結
ぶことはできない。
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成 年 後 見 制 度 等

解　説

⑴	　被保佐人とは，精神上の障害により

事理を弁識する能力（判断能力）が著

しく不十分なため，家庭裁判所から保

佐開始の審判を受けた人をいう。具体

的には，精神上の障害により，日常生

活は単独でできるけれども，金銭の貸

し借り，不動産の売買，自宅の新築等

重要な法律行為は単独で行うことはで

きないという程度の判断能力の人が該

当する。したがって，⑴の記述は正し

い。

⑵	　成年後見人は，家庭裁判所が個々の

事案によって最も適切な者を選任する

ことになっているが，複数の成年後見

人や法人が選任されることもある。し

たがって，⑵の記述は誤りであり，こ

れが本問の正解である。

⑶	　成年被後見人と成年後見人との間で

の取引が利益相反行為になる場合は，

家庭裁判所に特別代理人の選任を請求

し，特別代理人が成年被後見人の代理

人として取引を行うことになる。ただ

し，成年後見監督人がいるときは，成

年後見監督人が成年被後見人を代表す

る。したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　後見，保佐，補助に関する制度を法

定後見制度といい，この法定後見制度

と任意後見制度の２つの制度を総称し

て成年後見制度という。したがって，

⑷の記述は正しい。

⑸	　成年被後見人が自ら行った法律行為

は，本人または成年後見人によって取

消すことができる。成年被後見人との

取引が取消されないためには，成年後

見人をその代理人として取引する必要

がある。したがって，⑸の記述は正し

い。

問　３　成年後見制度等について，誤って
いるものを１つ選びなさい。
⑴	　被保佐人とは，精神上の障害により事
理を弁識する能力（判断能力）が著しく
不十分なため，家庭裁判所から保佐開始
の審判を受けた人をいう。
⑵	　成年後見人は，家庭裁判所が最も適切
な者を選任することになっているが，複
数の成年後見人や法人が選任されること
はない。
⑶	　成年被後見人と成年後見人との間での
取引が利益相反行為になる場合は，家庭
裁判所に特別代理人の選任を請求し，特
別代理人が成年被後見人の代理人として
取引を行うことになる。ただし，成年後
見監督人がいるときは，成年後見監督人
が成年被後見人を代表する。
⑷	　後見，保佐，補助に関する制度を法定
後見制度といい，この法定後見制度と任
意後見制度の２つの制度を総称して成年
後見制度という。
⑸	　成年被後見人が自ら行った法律行為は，
本人または成年後見人によって取消すこ
とができる。

正解　⑵
正解率　77％

に積極的に追認してもらうように手続

を取る必要がある。したがって，⑷の

記述は正しい。

⑸	　未成年者と取引をする場合には，法

定代理人の同意が必要である。しか

し，法定代理人は，未成年者の財産に

関する法律行為について代理権を持つ

ので，直接に，法定代理人と契約を結

ぶこともできる。したがって，⑸の記

述は誤りであり，これが本問の正解で

ある。
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法 人 と の 取 引

問　4　法人との取引について，正しいも
のを１つ選びなさい。
⑴	　会社は株式会社と持分会社の２つの類
型に分けられ，持分会社は合名会社，合
同会社の２つに分類される。
⑵	　取締役会設置会社では，代表執行役が
会社を代表し，委員会設置会社では，代
表取締役が対内的な業務執行権と対外的
な会社代表権を持つ。
⑶	　財団法人は，一定の人が集まって作っ
た法人のことで，定款，社員総会，理事，
監事などによって運営されるものをいう。
⑷	　「権利能力なき社団」と貯金取引をする
場合には，法律的には法人格を有してい
ない団体であり，構成員全員の名前で取
引することが望ましい。
⑸	　法人と貯金取引をする場合，設立根拠
法，定款，登記事項証明書などによって，
目的の範囲などを確認し，原則として正
当な代表権限を持った者または登記され
ている支配人と取引を行う。

正解　⑸
正解率　71％

解　説

⑴	　会社法では，会社は株式会社と持分

会社の２つの類型に分けられ，さらに，

持分会社は，合名会社，合資会社およ

び合同会社の３つに分類される。した

がって，⑴の記述は誤りである。

⑵	　株式会社において，取締役会設置会

社では，代表取締役が対内的な業務執

行権と対外的な会社代表権を持ち，委

員会設置会社（指名委員会，監査委員

会，報酬委員会の３委員会）では，代

表執行役が会社を代表する。したがっ

て，⑵の記述は誤りである。

⑶	　財団法人は，一定の目的のために提

供された財産を中心とする団体で，社

団法人の定款にあたるものを寄付行為

といい，そのなかに定められた目的に

従って事業が運営される。したがって，

⑶の記述は誤りである。

⑷	　「権利能力なき社団」は社会的には

一個の組織体，企業体として活動して

いるが，法律的には法人格を有してい

ない団体であり，これらと貯金取引を

する場合には，団体名を表示し，かつ

代表資格を表示した代表者と取引を行

うべきである。したがって，⑷の記述

は誤りである。

⑸	　法人と貯金取引をする場合，設立根

拠法，定款，登記事項証明書などによっ

て，目的の範囲などを確認し，原則と

して正当な代表権限を持った者または

登記されている支配人と取引し，正当

な代表権限を持った者以外等と取引を

行う場合は，代理人として届出を受け

る。したがって，⑸の記述は正しく，

これが本問の正解である。

代 理 人 と の 取 引

問　５　代理人との取引について誤ってい
るものを１つ選びなさい。
⑴	　支配人登記されている株式会社の支社
長と貯金取引をする場合，会社の代表者
から代理人届を届出てもらう必要がある。
⑵	　法定代理人はいつでも復代理人を選任
することができるが，任意代理人は本人
の許諾を得たとき，または，やむをえな
い事由がある場合以外には，復代理人を
選任することができない。
⑶	　代理人が代理行為をする場合には，本
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⑴	　支配人登記されている株式会社の支

社長と貯金取引をする場合は，支配人

は営業主である会社の代理人となって

営業を行い，その営業に関する一切の

裁判上または裁判外の行為をする権限

を有するので，会社の代表者からの代

理人届は不要である。したがって，⑴

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。

⑵	　法定代理人はいつでも復代理人を選

任することができるが，任意代理人の

場合は，本人の許諾を得たとき，本人

が行方不明などやむをえない事由があ

る場合以外には，復代理人を選任する

ことができない。したがって，⑵の記

述は正しい。

⑶	　代理人が代理行為をする場合には，

本人の名を示し，かつ本人の代理人で

あることを明らかにする必要がある。

これを「顕名主義」と呼び，代理人が

本人のためにすることを示して行った

意思表示は，本人に対してその効果が

及ぶ。したがって，⑶の記述は正しい。

解　説

正解　⑴
正解率　58％

マネー・ローンダリングと「疑わしい取引の届出制度」

問　６　マネー・ローンダリングと「疑わ
しい取引の届出制度」について誤っている
ものを１つ選びなさい。
⑴	　マネー・ローンダリングとは，金融取
引を利用してあたかも正当な収入である
かのように見せかけて，不法収益の没収
を免れることを目的とする行為をいう。
⑵	　取引未成立（未遂）の場合であっても，
取引の相手方に「疑いがある」と判断し
た場合には，「疑わしい取引の届出」の対
象となる。
⑶	　「疑わしい取引の届出」は，当局より示
されている「疑わしい取引の参考事例」
に形式的に合致するものがすべて疑わし
い取引に該当し，事例に該当しない取引
は，金融機関が疑わしい取引に該当する
と判断しても届出の対象とはならない。
⑷	　短期間のうちに頻繁に行われる取引で，
現金または小切手による入出金の総額が
多額である場合は，「疑わしい取引の届出」
の対象になる。
⑸	　「疑わしい取引の届出」を行おうとする
ことまたは行ったことを，取引の相手方
やその者の関係者に漏らしてはならない。

人の名を示し，かつ本人の代理人である
ことを明らかにする必要がある。
⑷	　無権代理人が相手方と行った契約は，
本人が追認すれば法的効果が生じ，無権
代理人自身は相手方に責任を負うことは
ない。
⑸	　本人が決定した意思を本人に命じられ
て相手方に伝達する役割を果たす「使者」
は，代理人と性格は異なるが，「使者」の
行った行為の法的効果は本人に及ぶ。

⑷	　無権代理人が相手方と行った契約

は，本人が追認すれば有効な代理行為

として法的効果が生じ，無権代理人自

身は相手方に責任を負うことはない。

したがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　本人が決定した意思を本人に命じら

れて相手方に伝達する役割を果たす

「使者」は，本人に代わって意思決定

をする代理人とは性格が本質的に違っ

ているが，代理人の場合も「使者」の

場合も，その行った行為の法的効果は

本人に及ぶことになる。したがって，

⑸の記述は正しい。
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解　説

⑴	　マネー・ローンダリングとは，犯罪

行為で得た資金を正当な取引で得た資

金のように見せかける行為で，口座を

転々とさせたり金融商品などに形態を

変えてその出所を隠したりすることを

いう。したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　疑わしい取引の届出の対象となる取

引は，取引時確認が必要な取引や取引

記録の作成・保存を要する取引に限ら

ず，取引未成立（未遂）の場合であっ

ても，取引の相手方に疑いがあると判

断した場合には，「疑わしい取引の届

出」の届出対象となる。したがって，

⑵の記述は正しい。

⑶	　当局より示されている「疑わしい取

引の参考事例」は判断基準として示さ

れているもので，形式的に合致するも

のがすべて疑わしい取引に該当するも

のではない（届出対象とはならない）。

一方，これに該当しない取引であって

も，金融機関が知識や経験をもとに疑

わしい取引に該当すると判断したもの

は届出の対象となる。したがって，⑶

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。

⑷	　短期間のうちに頻繁に行われる取引

で，現金または小切手による入出金の

総額が多額である場合は，「疑わしい

取引の届出」の対象になる。したがっ

て，⑷の記述は正しい。

⑸	　「疑わしい取引の届出」を行おうと

することまたは届出を行ったことを取

正解　⑶
正解率　98％ 引の相手方やその者の関係者に漏らし

てはならない。したがって，⑸の記述

は正しい。

犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認

問　７　犯罪収益移転防止法に基づく取引
時確認について，正しいものを１つ選びな
さい。
⑴	　金融機関は，顧客との間で金融業務に
係る取引を行う場合，ただちに当該取引
の記録を作成するとともに，その取引が
行われた日から５年間保存しなければな
らない。
⑵	　「高リスク取引」に際して，資産および
収入の状況についての確認は義務づけら
れていない。
⑶	　顧客が個人（自然人）の場合の本人特
定事項は，氏名，住居，職業の３つである。
⑷	　１回当たりの現金等による100万円を
超える取引（入出金，両替取引等）を行
う際は，取引時確認が必要である。
⑸	　金融機関は，顧客が特定取引を行う際，
取引時確認に応じない場合は取引時確認
に応じるまでの間，当該取引に係る義務
の履行を拒むことができることとし，免
責規定を設けている。

正解　⑸
正解率　89％

解　説

⑴	　金融機関は，顧客との間で金融業務

に係る取引を行う場合，直ちに当該取

引の記録を作成するとともに，その取

引が行われた日から７年間保存しなけ

ればならない。したがって，⑴の記述

は誤りである。

⑵	　「高リスク取引」の際，取引の価額

が200万円を超える財産の移転を伴う
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解　説

⑴	　貯金債権は，債権者（貯金者）を特

定している債権であるので，指名債権

である。したがって，⑴の記述は正し

い。

⑵	　貯金取引の際に貯金通帳や貯金証書

を作成・交付・記帳する理由の一つは，

貯金債権という債権の存在を証拠だて

るためである。したがって，⑵の記述

は正しい。

⑶	　貯金契約は，金銭等を「預けたい」，

「預かりましょう」という合意（申込

と承諾）だけでは成立せず，意思表示

の合致のほかに，金銭の授受があって

はじめて，契約の効力が発生する要物

契約である。したがって，⑶の記述は

正しい。

⑷	　貯金契約は，貯金者から預かった金

銭を保管・運用し，約定の返還時期が

到来したとき，貯金者からの請求に

よって同額の金銭を返還する「金銭消

費寄託契約」である。したがって，⑷

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。

⑸	　貯金規定では，証券類であっても，

ただちに取立のできないものは貯金と

して受入れられないと定められてい

る。この場合は，代金取立手形として

取り扱う。したがって，⑸の記述は正

しい。

貯 金 取 引 の 法 的 性 質

問　８　貯金取引の法的性質について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　貯金債権は，債権者（貯金者）を特定
している指名債権である。
⑵	　貯金取引の際に貯金通帳や貯金証書を
作成・交付・記帳する理由の一つは，貯
金債権という債権の存在を証拠だてるた
めである。
⑶	　貯金契約は，意思表示の合致のほかに，
金銭の授受があってはじめて，契約の効
力が発生する要物契約である。
⑷	　貯金契約は，貯金者から預かった金銭
を保管・運用し，約定の返還期限が到来
したとき，貯金者からの請求によって同
額の金銭を返還する金銭消費貸借契約で
ある。

場合には，資産および収入の状況も確

認することが義務づけられている。し

たがって，⑵の記述は誤りである。

⑶	　顧客が個人（自然人）の場合，確認

しなければならない本人特定事項は，

①氏名，②住居，③生年月日の３つで

ある。したがって，⑶の記述は誤りで

ある。

⑷	　１回当たりの現金等による200万円

を超える取引（入出金，両替取引等）

を行う際は，取引時確認が必要である。

したがって，⑷の記述は誤りである。

⑸	　金融機関は，顧客が特定取引を行う

際，取引時確認に応じない場合は，取

引時確認に応じるまでの間，当該特定

取引に係る義務の履行を拒むことがで

きることとし，免責規定を設けている。

したがって，⑸の記述は正しく，これ

が本問の正解である。

正解　⑷
正解率　58％

⑸	　貯金規定では，証券類であっても，た
だちに取立ができないものは貯金として
受入れられないと定められている。
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解　説
⑴	　顧客がＡＴＭにより貯金の預入を行

う場合，ＡＴＭが現金を計算し終って

数量を表示したときが，貯金契約成立

の時点と解さていれる。したがって，

⑴の記述は正しい。

⑵	　貯金の払戻しは弁済であり，貯金債

権の消滅原因の最も普通のものである

が，そのほかにも，相殺，更改，免除

などによっても消滅する。したがって，

⑵の記述は誤りであり，これが本問の

貯金受入時の留意事項

問　10　貯金の受入時の留意事項につい
て，誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　振込依頼人の誤依頼により，仕向店が
一度取組んだ振込を取消し（組戻し）す
る場合，受取人口座に入金・記帳後であっ
ても，受取人の承諾を得ずに組戻すこと
ができる。
⑵	　証券類を受入れる場合において，裏書
を要する手形・小切手については，その
裏書が連続していることを確認する。
⑶	　口座相違によって他人の貯金口座に入
金記帳した場合は，その者が貯金債権を
取得することにはならない。
⑷	　金融機関が口座相違や入金額相違をし
たために，第三者が損害を被った場合に
は，金融機関は損害賠償の責任を負うこ
とがある。
⑸	　引受のない為替手形，付帯物件付の荷
為替手形は，貯金として受入れることが

貯金債権の発生（貯金契約の成立）および貯金債権の消滅

問　９　貯金債権の発生（貯金契約の成立）
および貯金債権の消滅について，誤ってい
るものを１つ選びなさい（なお，貯金の成
立時期の解釈については，判例や金融機関
の実務における一般的な解釈によるものと
する）。
⑴	　顧客がＡＴＭにより貯金の預入を行う
場合，ＡＴＭが現金を計算し終わって数
量を表示したときが，貯金契約成立の時
点と解される。
⑵	　貯金債権の消滅原因は，貯金の払戻し
以外にはない。
⑶	　店頭で貯金のための現金入金があった
場合には，テラーが実際に現金を受取り，
確認，受領したときに貯金契約が成立す
る。
⑷	　貯金が他勘定から振替入金の場合は振
替記帳したときに，振込については，貯
金者の元帳に入金記帳したときに貯金契
約が成立する。
⑸	　「過振り」は金融機関の義務ではなく，
金融機関の裁量に基づく例外的な「一時
立替払い」であり，回収不能になれば組
合が損害を受けることになる。

正解　⑵
正解率　82％

正解である。

⑶	　店頭で貯金のための現金入金があっ

た場合には，テラーが実際に現金を受

取り，確認，受領したときに貯金契約

が成立する。したがって，⑶の記述は

正しい。

⑷	　貯金が他勘定から振替入金の場合は

振替記帳したときに，振込については，

貯金者の元帳に入金記帳したときに貯

金契約が成立すると解されている。し

たがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　「過振り」は金融機関の義務ではな

く，あくまでも金融機関の裁量に基づ

く例外的な「一時立替払い」であり，

回収不能になれば組合が損害を受ける

ことになるので慎重な取扱いが必要で

ある。したがって，⑸の記述は正しい。
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正解　⑴
正解率　92％

できない。

⑴	　振込の組戻しは，受取人口座に入金・

記帳される以前であれば，受取人の

承諾がなくても行うことができるが，

いったん受取人口座に入金・記帳後は

預金契約が成立し（判例），振込に関

する委任契約は終了するので，受取人

の承諾がなければ組戻すことができな

い。したがって，⑴の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑵	　証券類を受入れる場合において，裏

書を要する手形・小切手については，

その裏書が連続していることを確認す

る必要がある。したがって，⑵の記述

は正しい。

⑶	　貯金契約は，金融機関と貯金者が貯

金について合意のうえ，金銭等を授受

したときに成立するもので，口座相違

によって他人の貯金口座に入金記帳し

ても，その者が貯金債権を取得するこ

とにはならない。したがって，⑶の記

述は正しい。

⑷	　金融機関が口座相違や入金額相違を

したために，第三者が損害を被った場

合には，金融機関は損害賠償の責任を

負うことがある。金融機関の実務とし

ては，速やかに入金先に事情を説明し

て入金取消しを行うとともに，このよ

うなミスが再発しないようにすること

が大切である。したがって，⑷の記述

は正しい。

解　説

⑸	　貯金として受入れることができるも

のは，取立に条件がなく，特別の手続

を要しないことが必要で，引受のない

為替手形，付帯物件付の荷為替手形は

貯金として受入れることができない。

したがって，⑸の記述は正しい。

貯金払戻し時の留意事項

解　説

問　11　貯金払戻し時の留意事項につい
て，正しいものを１つ選びなさい。
⑴	　代筆は原則として避けなければならな
いが，身体に障がいのある貯金者から代筆
の依頼を受けた場合は，担当者の判断で
所定の代筆の手続をとっても問題はない。
⑵	　事故届（喪失届）が出ているにもかか
わらず，これを無視し，あるいは気づか
ずに払戻しをした場合，免責約款や民法
の「債権の準占有者に対する弁済」の規
定により免責される。

⑶	　判例によれば，金融機関が女性名義貯
金を男性に支払った場合は，一般的には
本人の意思を受けて払戻請求に来る場合
が多いので，通帳と届出印の提出があり，
解約理由その他とくに疑う事情がなけれ
ば，当該払戻しは有効であるとされている。
⑷	　貯金規定では，押捺の印影を届出の印
鑑と相当の注意をもって照合し，同一印
章によるものと相違ないと認めて取扱っ
たときは，その印章が偽造，変造であっ
た場合，そのために生じた損害は組合が
責任を負うこととしている。
⑸	　無通帳の場合，貯金者本人であること
を熟知し，または，貯金者の代理人であ
ることが明確である場合は，担当者の判
断で貯金の払戻しに応じてよい。

正解　⑶
正解率　78％
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⑴	　代筆は原則として避けなければなら

ないが，身体に障がいのある貯金者か

ら代筆の依頼を受けた場合は，役席者

の判断のもとに，所定の代筆の手続を

とっても問題はない。したがって，⑴

の記述は誤りである。

⑵	　事故届（喪失届）が出ているにもか

かわらず，これを無視し，あるいは気

づかずに払戻しをした場合には，免責

約款や民法の「債権の準占有者に対す

る弁済」の規定による免責は受けられ

ない。したがって，⑵の記述は誤りで

ある。　

⑶	　判例によれば，金融機関が女性名義

貯金を男性に支払った場合は，一般的

には本人の意思を受けて払戻請求に来

る場合が多いので，通帳と届出印の提

出があり，解約理由その他とくに疑う

事情がなければ（善意・無過失），当

該払戻しは有効であるとされている。

したがって，⑶の記述は正しく，これ

が本問の正解である。

⑷	　貯金規定では，押捺の印影を届出の

印鑑と相当の注意をもって照合して，

同一印章によるものと相違ないと認め

て取扱ったときは，印章の偽造・変造

その他の事故があった場合においても

そのために生じた損害については責任

を負わない旨を規定している。した

がって，⑷の記述は誤りである。

⑸	　無通帳の場合，貯金規定に反する取

扱いであり，免責約款の適用もないの

で，貯金者本人であることを熟知し，

または，貯金者の代理人であることが

明確である場合に限って，上司の承認

を受けて，「無通帳払戻し」をするこ

とができる。したがって，⑸の記述は

誤りである。

貯金取引における諸届

問　12　貯金取引における諸届について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　婚姻や養子縁組により氏名の変更が
あった場合，届出印を押印した氏名変更
届と新印鑑届を徴求し，あわせて戸籍謄
本（抄本）等を提出してもらい事実確認
を行って関係帳票類の変更を行う。
⑵	　届出事項の変更，印章・通帳・証書の
喪失時は，遅滞なく金融機関に届出るこ
とを貯金者に義務づけており，届出を怠っ
たことによって生じた損害については，
金融機関は責任を負わないことを貯金取
引約款で特約している。
⑶	　通帳や証書を再発行した場合，通帳・
証書には「再発行」と表示するが，これ
は喪失した通帳・証書が発見されたとき，
旧通帳・証書と区別するためである。
⑷	　諸届を受理した後で，もしその変更内
容どおりの処理をしないために損害が発
生すれば，金融機関の責任になる。
⑸	　電話でキャッシュカード喪失の連絡を
受けたときは，文書による喪失届を受理
した後で支払停止の措置をとればよい。

正解　⑸
正解率　98％

解　説

⑴	　婚姻や養子縁組により氏名の変更が

あった場合，貯金者本人は変わらずに

姓だけ変わるので，旧届出印による氏

名変更届と新印鑑届の提出を受けて，

あわせて戸籍謄本（抄本）等を提出し

てもらい事実確認を行って関係帳票類

の変更を行う。したがって，⑴の記述

は正しい。
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解　説

正解　⑸
正解率　78％

⑴	　貯金保険制度とは，組合などの経営

が破たんし，貯金等の払い戻しができ

なくなった場合に，貯金者を直接・間

接に保護する制度のことである。した

がって，⑴の記述は正しい。

⑵	　外貨預金と譲渡性貯金は，貯金保険

制度の保護の対象外であり，破たん組

合の財産の状況に応じて支払われる。

したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　金融機関が破たん前に顧客から振込

の依頼は受けているものの，顧客から

受入れた資金が振込先へ移動していな

い取引に係る債務は，決済債務として

全額保護される。したがって，⑶の記

述は正しい。　

⑷	　貯金保険制度で全額保護される決済

用貯金とは，「①無利息，②要求払い，

③決済サービスを提供できること」の

３要件のすべてを満たすものであり，

例えば，当座貯金や普通貯金無利息型

（決済用）が該当する。したがって，

⑷の記述は正しい。

貯 金 保 険 制 度

問　13　貯金保険制度について，誤ってい
るものを１つ選びなさい。
⑴	　貯金保険制度とは，組合などの経営が
破綻し，貯金等の払い戻しができなくなっ
た場合に，貯金者を直接・間接に保護す
る制度のことである。
⑵	　外貨預金と譲渡性貯金は，貯金保険制
度の保護の対象外である。

⑵	　届出事項の変更，印章・通帳・証書

の喪失時は，遅滞なく金融機関に届出

ることを貯金者に義務づけており，届

出を怠ったことによって生じた損害に

ついては，金融機関は責任を負わない

ことを貯金取引約款で特約している。

したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　通帳や証書を再発行した場合，通帳・

証書には「再発行」と表示するが，こ

れは喪失した通帳・証書が発見された

とき，旧通帳・証書と区別するためで

ある。したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　諸届を受理した後で，もしその変更

内容どおりの処理等をしないために損

害が発生すれば，金融機関の責任にな

る。諸届を受理したら直ちに関係の係

にも連絡し，元帳や印鑑届にその旨を

記録する必要がある。したがって，⑷

の記述は正しい。

⑸	　電話でキャッシュカードを喪失した

旨の申出があった場合は，直ちに支払

停止の措置をとることが特に大切で，

その後できるだけ早く「文書による喪

失届」を提出してもらう必要がある。

したがって，⑸の記述は誤りであり，

これが本問の正解である。

⑶	　金融機関が破たん前に顧客から振込の
依頼は受けているものの，顧客から受入
れた資金が振込先へ移動していない取引
に係る債務は，全額保護される。　
⑷	　貯金保険制度で全額保護される決済用
貯金とは，「無利息，要求払い，決済サー
ビスを提供できること」の３要件を満た
すものである。
⑸	　決済用貯金以外の保護対象貯金等は，
１金融機関１人あたり，合算して元本
1,000万円までであり，その利息等は保護
されない。
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偽造カード及び盗難カード等に関する貯金者保護

問　14　偽造カード及び盗難カード等を用
いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等
からの預貯金者の保護等に関する法律（預
貯金者保護法）について，正しいものを１
つ選びなさい。
⑴	　盗難カードによる不正な払戻しがあっ
たとき，金融機関が善意・無過失である
ことおよび貯金者に過失（重過失を除く）
があることを金融機関が証明した場合は，
金融機関の補てん対象額は５分の３に軽
減される。
⑵	　預貯金者が盗難通帳により預貯金の不
正払戻しの被害にあった場合には，一定
の要件を満たせば，原則として通知があっ
た日の30日前の日以降になされた払戻し
に係る損害額の補てんを金融機関に請求
できる。
⑶	　盗難通帳の場合において，届出印の印
影が押印された払戻請求書，諸届を通帳
とともに保管していた場合，「預貯金者の
重大な過失となりうる場合」に該当する。
⑷	　預貯金者が盗難通帳により預貯金の不
正払戻しの被害にあった場合，金融機関
に対する通知が通帳の盗難から２年を経
過する日後になされたときでも，金融機
関に補てん請求することができる。

⑸	　決済用貯金以外の保護対象貯金等

は，１金融機関１人あたり，合算して

元本1,000万円までとその利息等が保

護される。なお，元本1,000万円を超

える部分および保険対象外の貯金等な

らびにこれらの利息等については，破

たんした金融機関の財産の状況に応じ

て支払われる。したがって，⑸の記述

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。

解　説

⑴	　盗難カードによる不正な払戻しが

あったとき，金融機関が善意・無過失

であることおよび貯金者に過失（重過

失を除く）があることを金融機関が証

明した場合は，金融機関は補てん対象

額の４分の３に相当する金額の補てん

に軽減される。したがって，⑴の記述

は誤りである。

⑵	　預貯金者が盗難通帳により預貯金の

不正払戻しの被害にあった場合には，

一定の要件を満たせば，原則として通

知があった日の30日前の日以降にな

された払戻しにかかる損害額の補てん

を金融機関に請求できる。したがって，

⑵の記述は正しく，これが本問の正解

である。

⑶	　盗難通帳の場合において，届出印の

印影が押捺された払戻請求書，諸届を

通帳とともに保管していた場合，「預

貯金者の過失となりうる場合」に該当

する。したがって，⑶の記述は誤りで

ある。

⑷	　預貯金者が盗難通帳により預貯金の

不正払戻しの被害にあった場合，金融

機関に対する通知が通帳の盗難から２

年を経過する日後になされたときは，

金融機関に補てん請求することができ

なくなる。したがって，⑷の記述は誤

正解　⑵
正解率　61％

⑸	　本人が暗証をキャッシュカード上に書
き記したものが盗まれ，そのキャッシュ
カードを使ってＡＴＭで払い戻されて受
けた損害も補てんされる。
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金融商品販売法，金融商品取引法および消費者契約法

解　説

⑴	　金融商品を取り扱う業者はすべて

「金融商品取引業」と位置づけられ，

問　15　金融商品販売法，金融商品取引法
および消費者契約法について，正しいもの
を１つ選びなさい。
⑴	　金融商品を取り扱う業者はすべて「金
融商品取引業」と位置づけられ，金融庁
に申請・登録した業者でないと業務を行
うことができない。
⑵	　金融商品販売法で対象となる金融商品
は債券，株式，投資信託などの価格変動
リスクのある商品で，預貯金，定期積金
は対象外である。
⑶	　契約の中に，事業者が無限定な免責や
過大な損害賠償など消費者の利益を一方
的に害する条項があれば，消費者契約法
によってその条項は無効とされている。
⑷	　金融商品販売業者は，販売契約締結後，
「市場リスク」「信用リスク」「権利行使期
間・解約期間の制限」等の重要事項を顧
客に説明しなければならない。
⑸	　金融商品販売法に定められている主要
な点は，重要事項に関する説明義務，勧
誘方針の公表の２点である。

正解　⑶
正解率　61％

個人情報保護および貯金取引における守秘義務

問　16　個人情報保護および貯金取引にお
ける守秘義務について，誤っているものを
１つ選びなさい
⑴	　「金融分野における個人情報保護に関す
るガイドライン」で，個人の機微情報に
ついては，法令等に基づく場合など一定
の例外を除いて，取得・利用・第三者提

りである。

⑸	　本人が暗証をキャッシュカード上に

書き記したものが盗まれ，そのキャッ

シュカードを使ってＡＴＭで払い戻さ

れた場合，「本人の重大な過失となり

うる場合」に該当し，補てん請求は認

められない。したがって，⑸の記述は

誤りである。

内閣総理大臣に申請・登録した業者で

ないと業務を行うことができなくなっ

た。したがって，⑴の記述は誤りであ

る。

⑵	　金融商品販売法で対象となる金融商

品は債券，株式，投資信託などの価格

変動リスクのある商品の他，預貯金，

定期積金など幅広い金融商品が対象に

なっている。したがって，⑵の記述は

誤りである。

⑶	　契約の中に，事業者が無限定な免責

や過大な損害賠償など消費者の利益を

一方的に害する条項があれば，消費者

契約法によってその条項は無効とされ

ている。したがって，⑶の記述は正し

く，これが本問の正解である。

⑷	　金融商品販売業者は，販売が行われ

るまでの間に顧客に対して，「市場リ

スク」「信用リスク」「権利行使期間・

解約期間の制限」等の重要事項を説明

しなければならない。したがって，⑷

の記述は誤りである。

⑸	　金融商品販売法に定められている主

要な点は，①重要事項に関する説明義

務，②損害賠償の請求，③勧誘方針の

公表の３点である。したがって，⑸の

記述は誤りである。
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解　説

正解　⑷
正解率　95％

⑴	　「金融分野における個人情報保護に

関するガイドライン」で，個人の機微

情報（政治的見解，信教，労働組合へ

の加盟，人種および民族，門地および

本籍地，保健医療，および性生活，犯

罪歴といった情報等をいう）について

は，法令等に基づく場合など一定の例

外を除いて，取得・利用・第三者提供

をすることは禁じられている。した

がって，⑴の記述は正しい。

⑵	　「氏名は含まれていないものの，当

該情報に含まれる個人別に付された番

号，記号，画像，音声その他の情報に

より特定の個人を識別できる情報は

「個人情報保護法」における個人情報

に該当する。したがって，⑵の記述は

正しい。

⑶	　金融機関の守秘義務は，法律上明記

されているものではないが，信用事業

の業務遂行の過程で得た顧客情報は秘

匿の義務を負う。個人情報保護法と守

秘義務は別個独立した規制ではある

が，お互いに緊密に重なるものでもあ

る。したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　組合の貯金業務において取得する個

人情報には，貯金口座開設時の口座開

設申込書に記載された，氏名，印影，

住所，電話番号等，特定の個人を識別

できる情報のほか，貯金残高や取引履

歴などの情報も他の情報と容易に照合

することで特定の個人を識別できるの

で，個人情報に該当すると考えられる。

したがって，⑷の記述は誤りであり，

これが本問の正解である。

⑸	　全国銀行協会の「自主ルール」では，

銀行は，個人情報の取扱いに関する苦

情を受けたときは，その内容について

調査し，合理的な期間内に，適切かつ

迅速な処理に努めなければならないと

定めている。したがって，⑸の記述は

正しい。

貯金残高証明書の発行および貯金取引の秘密保持

問　17　貯金残高証明書の発行および貯金
取引の秘密保持について，誤っているもの
を１つ選びなさい。
⑴	　貯金者が死亡したときの相続手続に際
し，相続人から提出を求める戸籍謄本や
除籍謄本に記載されている「本籍地」（機
微情報）は，例外的に取得が認められて

供をすることは禁じられている。
⑵	　「氏名は含まれていないものの，当該情
報に含まれる個人別に付された番号，記
号，画像，音声その他の情報により特定
の個人を識別できる情報」は，個人情報
保護法における個人情報に該当する。
⑶	　金融機関の守秘義務は，法律上明記さ
れているものではないが，信用事業の業
務遂行の過程で得た顧客情報は秘匿の義
務を負う。
⑷	　組合の貯金業務において取得する個人
情報には，貯金口座開設時の口座開設申
込書に記載された，氏名，印影，住所，
電話番号の特定の個人を識別できる情報
などが該当し，貯金残高や取引履歴など
の情報は該当しない。
⑸	　全国銀行協会の「自主ルール」では，
銀行は，個人情報の取扱いに関する苦情
を受けたときは，その内容について調査
し，合理的な期間内に，適切かつ迅速な
処理に努めなければならないと定めてい
る。
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いる。
⑵	　貯金者が死亡し，相続人から残高証明
書の発行依頼を受けた場合は，依頼人と
取引があるときを除いて，実印による残
高証明発行依頼書の提出を受け，印鑑証
明書により印鑑照合をする。
⑶	　貸越となっている総合口座の残高証明
書を発行する場合は，債権から債務を差
引いて証明してはならない。
⑷	　証明する貯金残高の中に，未決済の他
店券残高が含まれているときは，その残
高を控除する。
⑸	　組合が貯金者本人の承諾を得ずに，第
三者に残高証明書を発行して，秘密を漏
らした場合には，損害賠償責任を問われ
るおそれもある。

解　説

⑴	　貯金者が死亡したときの相続手続に

際し，相続人から提出を求める戸籍謄

本や除籍謄本に記載されている「本籍

地」（機微情報）は，金融庁が制定し

たガイドラインによる「相続手続によ

る権利義務の移転等の遂行に必要な場

合」に該当するもので，例外的に取得

が認められている。したがって，⑴の

記述は正しい。

⑵	　貯金者が死亡し，相続人から残高証

明書の発行依頼を受けた場合は，依頼

人と取引があるときを除いて，実印に

よる残高証明発行依頼書の提出を受

け，印鑑証明書により印鑑照合をする。

したがって，⑵に記述は正しい。

⑶	　貸越となっている総合口座の残高証

明書を発行する場合は，一つの口座で

あるからといって，債権から債務を差

正解　⑷
正解率　66％

引いて証明してはならない。貸越と

なっている場合は，「普通貯金」（残高

０とする）と「定期貯金」の二つの勘

定の残高証明と「当座貸越」勘定の残

高証明の２種類に分けて発行する必要

がある。したがって，⑶の記述は正し

い。

⑷	　証明する貯金残高の中に，未決済の

他店券残高が含まれているときは，未

決済の他店券は貯金としてまだ成立し

ていないので，「うち未決済他店券残

高○○円」などと内書きする。したがっ

て，⑷の記述は誤りであり，これが本

問の正解である。

⑸	　組合が貯金者本人の承諾を得ずに，

第三者に残高証明書を発行して，秘密

を漏らした場合には，損害賠償責任を

問われるおそれもある。もし誤った残

高証明書を発行したことによって第三

者に損害を及ぼした場合にも，組合は

損害賠償の責任を負わされることがあ

る。したがって，⑸の記述は正しい。

源泉分離課税方式および非課税制度，財形貯蓄非課税制度

問　18　源泉分離課税方式および非課税制
度，財形貯蓄非課税制度について，誤って
いるものを１つ選びなさい。
⑴	　一般財形貯蓄は，預入日から１年間は
払出しや譲渡ができない。
⑵	　預貯金の利子，公社債の利子，定期積
金または相互掛金の給付補てん金は，所
得税法上の利子所得にあたる。
⑶	　特定の所得について他の所得と総合し
ないで，その所得だけを切り離して所得
課税額を計算する分離課税制度は，税率
の累進性が緩和されるため，一般に高額
所得者に有利になる。



− 45−

⑷	　国税を天引徴収することを源泉徴収と
いい，地方税を天引徴収することを特別
徴収という。
⑸	　財形住宅貯蓄は，１人１契約に限定さ
れ，５年以上の定期的給与天引積立契約
が必要である。

正解　⑵
正解率　56％

解　説

⑴	　一般財形貯蓄は，預入日から１年間

は払出しや譲渡ができない。したがっ

て，⑴の記述は正しい。

⑵	　預貯金の利子，公社債の利子は所得

税法上の利子所得にあたるが，定期積

金または相互掛金の給付補てん金は，

所得税法上の利子所得に該当せず雑所

得となる。したがって，⑵の記述は誤

りであり，これが本問の正解である。

⑶	　特定の所得について他の所得と総合

しないで，その所得だけを切り離して

所得課税額を計算する分離課税制度

は，税率の累進性が緩和されるので，

一般に高額所得者に有利になる。した

がって，⑶の記述は正しい。

⑷	　国税を天引徴収することを源泉徴収

といい，地方税を天引徴収することを

特別徴収といって，両者を区別して呼

称している。したがって，⑷の記述は

正しい。

⑸	　財形住宅貯蓄は，１人１契約に限定

され，５年以上の定期的給与天引積立

契約が必要である。したがって，⑸の

記述は正しい。

マイナンバー（個人番号）制度

解　説

⑴	　マイナンバーは，社会保障，税，災

害対策分野の手続のために行政機関に

提供する場合を除き，むやみに他人に

見せることはできない。具体的には，

年金，雇用保険，医療保険の手続や生

活保護，児童手当その他福祉の給付，

確定申告などの税の手続で申告書など

にマイナンバーの記載が求められるこ

とになる。したがって，⑴の記述は正

しい。

⑵	　マイナンバーは，住民票を有する全

問　19　マイナンバー（個人番号）制度に
ついて，誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　マイナンバーは，社会保障，税，災害
対策分野の手続のために行政機関に提供
する場合を除き，むやみに他人に見せる
ことはできない。
⑵	　マイナンバーは，住民票を有するすべ
ての国民に対して，１人１番号のマイナ
ンバーを住所地の市町村長が指定し，原
則として，一度指定されたマイナンバー
は生涯変わらない。
⑶	　法人番号は一法人に対し一番号のみ指
定され，法人の支店や事業所等には法人
番号は指定されない。
⑷	　個人番号カードは，顔写真のついたカー
ドであり，身分証明書としても使用でき，
個人番号カードの交付を受けると通知
カードは不要となるが，通知カードは引
続きその本人が保管する。
⑸	　法人番号自体には，マイナンバー（個
人番号）と異なり利用範囲の制約がない
ため，だれでも自由に利用できる。

正解　⑷
正解率　35％
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少額投資非課税制度（NISA）・未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）

解　説

⑴	　非課税口座で上場株式等を保有した

まま非課税期間が終了した場合には，

①同一の非課税口座内の新たな非課税

管理勘定に移管するか，②特定口座や

一般口座に移管することができる。し

たがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　上場株式等の配当等は，非課税口座

を開設する金融機関を経由して交付さ

れるものに限られ，また，非課税口座

で発生した譲渡損失と，特定口座や一

般口座での譲渡益との損益通算するこ

とや，その損失を繰越控除することは

できない。したがって，⑵の記述は正

しい。　

⑶	　非課税口座の開設者が死亡したとき

は，その者の相続人は，その開設者が

死亡したことを知った日以後遅滞な

く，「非課税口座開設者死亡届出書」

をその非課税口座が開設されている金

問　20　少額投資非課税制度（NISA）・未
成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）
について，誤っているものを１つ選びなさ
い。
⑴	　非課税口座で上場株式等を保有したま
ま非課税期間が終了した場合には，同一
の非課税口座内の新たな非課税管理勘定
に移管するか，特定口座や一般口座に移
管することができる。
⑵	　上場株式等の配当等は，非課税口座を
開設する金融機関を経由して交付される
ものに限られ，また，非課税口座で発生

正解　⑶
正解率　76％

ての国民に対して，１人１番号のマイ

ナンバー（数字のみで構成される12

桁の番号）を住所地の市町村長が指定

する。原則として，一度指定されたマ

イナンバーは生涯変わらない。した

がって，⑵の記述は正しい。

⑶	　法人番号は一法人に対し一番号のみ

指定され，法人の支店や事業所等には

法人番号は指定されない。したがって，

⑶の記述は正しい。

⑷	　個人番号カードは，現在の住民基本

台帳カードと同様，顔写真のついた

カードであり，番号法に基づく本人確

認を１枚で行うことができ，身分証明

書としても使用できる。個人番号カー

ドの交付を受けると通知カードは不要

となるので，交付時に市区町村に返納

する。したがって，⑷の記述は誤りで

あり，これが本問の正解である。

⑸	　法人番号自体には，マイナンバー（個

人番号）と異なり利用範囲の制限がな

いので，だれでも自由に利用できる。

したがって，⑸の記述は正しい。

した譲渡損失と，特定口座や一般口座で
の譲渡益との損益通算することや，その
損失を繰越控除することはできない。　
⑶	　非課税口座の開設者が死亡したとき，
その相続人は特段の手続をとる必要はな
い。
⑷	　ジュニアNISAの未成年者口座について
は，NISAの非課税口座と異なり，非課税
管理勘定の年分ごとに他の金融機関に変
更することはできない。
⑸	　非課税口座内に受入れることができる
上場株式等は，平成28年１月からは年間
120万円まで，非課税期間は非課税口座
内に設けられた非課税管理勘定ごとに最
長５年間である。
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融機関に提出しなければならない。し

たがって，⑶の記述は誤りであり，こ

れが本問の正解である。

⑷	　ジュニアNISAの未成年者口座につ

いては，NISAの非課税口座と異なり，

非課税管理勘定の年分ごとに他の金融

機関に変更することはできない。他の

金融機関で新たに未成年者口座を開設

したい場合には，既に開設された未成

年者口座を廃止する必要がある。した

がって，⑷の記述は正しい。

⑸	　非課税口座内に受入れることができ

る上場株式等は，平成28年１月から

は年間120万円まで，非課税期間は非

課税口座内に設けられた非課税管理勘

定ごとに最長５年間である。したがっ

て，⑸の記述は正しい。

普通貯金の口座開設，受入・払戻し等

正解　⑸
正解率　72％

解　説

⑴	　通称や屋号などで行う貯金取引は，

本人名義にしてもらうか，通称等を使

用することの書類（顧客の申し出等）

の提出を受ける。犯罪収益移転防止法

施行規則では合理的理由があって通称

や屋号付名義で口座を開設するとき

は，確認記録に，本人特定事項，使用

する通称等やそれを使用する理由を記

載することになっており，禁止されて

いるものではない。したがって，⑴の

記述は誤りである。

⑵	　窓口において現金で払戻す場合に

は，番号札（合札）の確認と同時に，

請求金額を試問するなど適宜の注意が

必要であり，顔見知りの顧客にも番号

札（合札）の使用を省略してはならな

い。したがって，⑵の記述は誤りであ

る。

⑶	　口座振替依頼書には「貯金口座の残

高が振替日において請求書の金額に満

たないときは，私に通知することなく，

請求書を返却されても差し支えない」

旨が記載されており，残高不足によっ

て口座振替処理が不能になったとき，

金融機関は貯金者にその旨を通知する

義務はないと解される。したがって，

⑶の記述は誤りである。

⑷	　普通貯金は預入れや払戻しが自由に

できる要求払貯金であり，法的性質は，

返還時期の定めのない消費寄託契約と

流動性貯金・総合口座

⑸	　「一見の客」からの線引小切手による口
座開設は，謝絶しなければならない。

問　21　普通貯金の口座開設，受入・払戻
し等について，正しいものを１つ選びなさ
い。
⑴	　通称や屋号などで行う貯金取引は，「犯
罪収益移転防止法施行規則」により禁止
されている。
⑵	　窓口において現金で払戻す場合には，
番号札（合札）の確認と同時に，請求金
額を試問するなど適宜の注意が必要であ
るが，顔見知りの顧客に対しては番号札
の使用を省略しても差し支えない。
⑶	　貯金口座の残高不足によって口座振替
処理が不能になったとき，金融機関は貯
金者にその旨を通知する義務がある。
⑷	　普通貯金は要求払貯金であり，その法
的性質は，返還時期の定めのない消費貸
借契約と解されている。
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普 通 貯 金 の 利 息 計 算

貯蓄貯金，通知貯金，納税準備貯金，別段貯金

解　説

問　22　普通貯金の利息計算について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　普通貯金の決算利息は，当初預入日ま
たは前期の決算日の翌日から今期の決算
日当日までの毎日の貯金残高について計
算されたものである。
⑵	　他店券入金の場合は，他店券が決済さ
れた日（手形交換の場合は手形交換日）
から利息を付ける。
⑶	　普通貯金規定により，利息を付ける最
低残高は1,000円以上と定められており，
各金融機関は付利最低残高を自由に定め
ることはできない。
⑷	　利息計算期間の日数の数え方は，預入
日から払戻日（または解約日）の前日ま
でである。
⑸	　利息計算の結果，１円未満の端数が生
じたときは，その端数金額を切捨てるこ
とになっている。

問　23　貯蓄貯金，通知貯金，納税準備貯
金，別段貯金について，誤っているものを
１つ選びなさい。
⑴	　貯蓄貯金は，普通貯金と異なり，公共
料金等の自動支払いや給与・年金等の自
動受取りの口座として利用することはで
きない。
⑵	　通知貯金とは，一定以上の金額を一定

正解　⑶
正解率　68％

解されている。したがって，⑷の記述

は誤りである。

⑸	　「一見の客」からの線引小切手によ

る口座開設は，謝絶しなければならな

い。これは，金融機関が線引小切手を

受入れる相手方を自己の取引先または

他の銀行のみに制限している小切手法

の規定に違反するからである。した

がって，⑸の記述は正しく，これが本

問の正解である。

⑴	　普通貯金の決算利息は，当初預入日

または前期の決算日の翌日から今期の

決算日当日までの毎日の貯金残高につ

いて計算されたものである。したがっ

て，⑴の記述は正しい。

⑵	　他店券入金の場合は，他店券が決済

された日（手形交換の場合は手形交換

日）から利息を付ける。ただし，他店

券の払戻可能日（不渡返還時限経過後

その決済を確認した日）と付利日（交

換日）との違いに注意することが必要

である。したがって，⑵の記述は正し

い。

⑶	　普通貯金規定により，普通貯金の利

息を付ける最低残高は1,000円以上が

一般的であるが，各金融機関は付利最

低残高を自由に定めることができる。

したがって，⑶の記述は誤りであり，

これが本問の正解である。

⑷	　利息計算期間の日数の数え方は，預

入日から払戻日（または解約日）の前

日までである。したがって，⑷の記述

は正しい。

⑸	　利息計算の結果，１円未満の端数が

生じたときは，その端数金額を切捨て

る。これは，すべての貯金利息計算や

利子所得税計算に共通したルールと

なっている。したがって，⑸の記述は

正しい。
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の据置期間以上預け入れ，払戻すときに
は一定期間前までに払戻予告することを
条件として預入する貯金のことをいう。
⑶	　納税準備貯金の払戻しは，原則として
貯金者の納税に限られ，それ以外に払戻
しができるのは，災害その他やむをえな
い事情があり，かつ金融機関が払戻しを
認めたときである。
⑷	　別段貯金は特約がない限り，利息を付
けない。
⑸	　納税準備貯金は，利子に所得税が課せ
られず，納税準備貯金通帳に印紙税も課
せられない。

正解　⑶
正解率　51％

解　説

⑴	　貯蓄貯金は，従来の普通貯金のなか

に混在していた「決済機能はないが，

短期運用するための貯蓄性資金」を分

類して，これに相応の金利水準を与え

る目的で創設された貯金である。その

ため，普通貯金と異なり，公共料金等

の自動支払いや給与・年金等の自動受

取りの口座として利用することはでき

ない。したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　通知貯金とは，一定以上の金額を一

定の据置期間以上預入れ，払戻すとき

には一定期間前までに払戻予告するこ

とを条件として預入する貯金のことを

いう。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　納税準備貯金の払戻しは，原則とし

て貯金者とその同居の親族の納税（直

接納付する国税と地方税）に限られる。

それ以外に払戻しができるのは，災害

その他やむをえない事情があり，かつ

金融機関が払戻しを認めたときであ

る。したがって，⑶の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑷	　別段貯金は，金融機関取引に付随し

て発生した未決済，未整理の一時的保

管金その他の預り金であり，特約のな

い限り預入期限の定めもなく，貯金の

性質上利息を付けないのが一般的であ

る。したがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　納税準備貯金は，利子に所得税が課

せられず，納税準備貯金通帳に印紙税

も課せられない（組合の作成する貯金

通帳は納税準備貯金に限らず非課税と

なっている）。したがって，⑸の記述

は正しい。

総 合 口 座

問　24　総合口座について，誤っているも
のを１つ選びなさい。
⑴	　当座貸越金の定期貯金に対する担保設
定の順序は，利率の低い順，かつ同利率
のものがある場合は預入日の早い順に行
われ，返済の場合の順序は貸越の順序と
逆になり，貸越利率の高いものから先に
返済に充当する。
⑵	　総合口座にセットする定期貯金と総合
口座の普通貯金との名義は，同一でなけ
ればならない。
⑶	　総合口座の貸越極度額は，「預入した定
期貯金の合計額の80％，または組合所定
の貸越極度上限額（300万円としている
金融機関が多い）のうち，いずれか少な
い金額」としているのが一般的である。
⑷	　総合口座の開設は，実在の成年者個人，
一人につき１口座に限定されているが，
これはとくに法令上の制限があるからで
はなく，商品の性格によるものである。
⑸	　総合口座にセットする定期貯金は自動
継続扱のものに限られ，これは総合口座
の貸越取引には期限を定めていないので，
反復して継続利用してもらうためである。



− 50−

解　説

⑴	　当座貸越金の定期貯金に対する担保

設定の順序は，利率の低い順，かつ同

利率のものがある場合は預入日（継続

されたときはその継続日）の早い順に

行われ，返済の場合の順序は貸越の順

序と逆になり，貸越利率の高いものか

ら先に返済に充当し，顧客の金利負担

を軽くするように規定で定めている。

したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　総合口座にセットする定期貯金と，

総合口座の普通貯金との名義は同一で

なければならない。第三者名義の定期

貯金を貸越金の担保にしないのは，第

三者による担保差入の手続が別途に必

要となり，非常に複雑になるからであ

る。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　総合口座の貸越極度額は，「預入し

た定期貯金の合計額の90％，または

組合所定の貸越極度上限額（200万円

としている金融機関が多い）のうち，

いずれか少ない金額」としているのが

一般的である。したがって，⑶の記述

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。

⑷	　総合口座の開設は，実在の成年者個

人，一人につき１口座に限定されてい

るが，これはとくに法令上の制限があ

るからではなく，もっぱら商品の性格

からきているもので，各金融機関は内

規で定めている。したがって，⑷の記

述は正しい。

⑸	　総合口座にセットする定期貯金は自

正解　⑶
正解率　86％ 動継続扱のものに限られる。これは，

総合口座の貸越取引には期限を定めて

いないので，反復して継続利用しても

らうためにこのような要件を設けてい

る。なお，定期貯金の満期日に，その

満期金で貸越金を返済したいときは，

満期日までにその旨を申し出る必要が

ある。したがって，⑸の記述は正しい。

当座貯金（当座勘定取引契約）

問　25　当座貯金（当座勘定取引契約）に
ついて，正しいものを１つ選びなさい。
⑴	　当座勘定取引開始時に，金融機関が申
込者の信用調査をするのは，法的義務が
あるからではなく，当座勘定取引をする
金融機関自身の信用保持のためである。
⑵	　当座勘定取引契約は諾成契約であり，
最初の入金がなくても契約は成立するた
め，最初の入金がなくても，小切手用紙・
手形用紙を交付してもよい。
⑶	　小切手の支払委託契約により，組合は，
振出人である取引先および小切手の所持
人に対し小切手金額の支払義務を負う。
⑷	　手形交換所から取引停止処分を受け，
満３年が経過していない者とは取引がで
きない。
⑸	　本人または代表者以外の者が代理人と
して当座勘定取引を行い，手形・小切手
を振出す場合は，代理人から代理人関係
届と代理人の印鑑の届出を受ける。

解　説

⑴	　当座勘定取引開始時に，金融機関が

申込者の信用調査をするのは，法的義

務があるからではなく，当座勘定取引

をする金融機関自身の信用保持のため

正解　⑴
正解率　60％
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であり，金融機関が一般社会に対して

負う道義的責任ともいえる。したがっ

て，⑴の記述は正しく，これが本問の

正解である。

⑵	　当座勘定取引契約は諾成契約であ

り，最初の入金がなくても契約は成立

する。しかし，最初の入金もないのに

小切手用紙・手形用紙を交付するのは

好ましくないし，契約成立の時点も不

明確となるため，実務上は最初の入金

によって口座を開設し，その日を契約

日とする。したがって，⑵の記述は誤

りである。

⑶	　小切手の支払委託契約により，組合

は，振出人である取引先に対し小切手

金額の支払義務を負うものであり，小

切手の所持人に対しては支払義務はな

い。したがって，⑶の記述は誤りであ

る。

⑷	　手形交換所から取引停止処分を受

け，満２年が経過していない者とは取

引ができない。過去における手形・小

切手の事故は，個人信用情報センター

等に照会して確認する。したがって，

⑷の記述は誤りである。

⑸	　本人または代表者以外の者が代理人

として当座勘定取引を行い，手形・小

切手を振出す場合は，本人から代理人

関係届と代理人の印鑑の届出を受け

る。したがって，⑸の記述は誤りであ

る。

当 座 貸 越 と 過 振 り

問　26　当座貸越と過振りについて，正し
いものを１つ選びなさい。

⑴	　取引先の信用状況が不良であるために
行う当座貸越契約の強制解約は，解約通
知を発信したときにその効力が生じる。
⑵	　当座貸越取引は，定期貯金担保を要件
とせず，一般貸出と同様のリスクを負う
ため，一般貸出と同じように信用調査な
どを厳格に行う必要がある。
⑶	　当座貸越取引は，取引先の支払資金が
不足したときに自動的に貸出が行われ，
他方，当座貯金に入金があれば自動的に
貸越金の返済に充当されるため，金融機
関にとって事務負担は軽く，貸出利率は
他の貸出に比べ若干低い利率になってい
ることが一般的である。
⑷	　過振りは，金融機関の義務ではなく金
融機関の裁量に基づく例外的な取扱いで，
万一，回収不能になった場合は，取引先
が損害を負う。
⑸	　当座貸越契約の法的性質は，支払資金
が不足したときに一定の極度額まで貸出
すという支払委託契約であるとするのが
通説である。

解　説

⑴	　取引先の信用状況が不良であるため

に行う当座貸越契約の強制解約は，解

約通知が配達証明付の内容証明郵便で

相手方に到達した時にはじめて効力が

生じる。したがって，⑴の記述は誤り

である。

⑵	　当座貸越取引は，定期貯金担保を要

件とせず，一般貸出と同様のリスクを

負うので，一般貸出と同じように信用

調査などを厳格に行い，貸越極度額，

利率，担保，保証などを決定する必要

がある。したがって，⑵の記述は正し

く，これが本問の正解である。

正解　⑵
正解率　49％
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当 座 勘 定 取 引 の 解 約

解　説

⑴	　取引先が恒常的に他店券過振り等を

強要する場合や，支払資金の預入が再

三にわたって遅延する場合は，信用状

況が不良な取引先として強制解約する

ことができる。したがって，⑴の記述

は正しい。

⑵	　組合は当座勘定取引の解約と同時に

未使用の小切手用紙や手形用紙を回収

する義務があり，取引先にも返還義務

があることを当座勘定規定において定

めている。「組合に回収義務があり，相

当の回収努力をしたにもかかわらず回

収できなかったときは免責される」と

いう判例があり，回収努力のてん末を

詳細に記録しておく必要がある。した

がって，⑵の記述は正しい。

⑶	　取引終了後に呈示された小切手・手

形については，原則として「取引なし」

の理由で不渡返還する。したがって，

⑶の記述は正しい。　

⑷	　当座貸越契約は，当座勘定取引を前

提とするものであり，当座勘定取引が

解約された場合は，これに付随する当

座貸越契約も自動的に解約となる。し

たがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　取引停止処分に伴う解約の場合は，

手形交換所から処分通知を受けた日に

問　27　当座勘定取引の解約について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　取引先が恒常的に他店券過振り等を強
要する場合や，支払資金の預入が再三に
わたって遅延する場合は，信用状況が不
良な取引先として強制解約することがで
きる。
⑵	　組合は当座勘定取引の解約と同時に未
使用の小切手用紙や手形用紙を回収する
義務があり，取引先にも返還義務がある
ことを当座勘定規定において定めている。
⑶	　取引終了後に呈示された小切手・手形
については，原則として「取引なし」の
理由で不渡返還する。

正解　⑸
正解率　66％

⑶	　当座貸越は，金融機関にとっては，

貸出や回収の資金計画が立てにくく，

事務手続も煩雑で債権管理に相当な注

意が必要であり，貸出利率は他の貸出

に比べ若干高率になっているのが一般

的である。したがって，⑶の記述は誤

りである。

⑷	　過振りは，金融機関の義務ではなく，

あくまでも金融機関の裁量に基づく例

外的な取扱であり，万一，回収不能に

なれば組合が損害を負うので，慎重に

取扱うことが必要である。過振りの法

的性質は，支払委託を受けて行う「委

任事務の処理」の一部であるとする説

が一般的である。したがって，⑷の記

述は誤りである。　

⑸	　当座貸越契約の法的性質は，支払資

金が不足したときに一定の極度額まで

貸出すという条件の付いた消費貸借の

予約であるとするのが通説である。し

たがって，⑸の記述は誤りである。

⑷	　当座勘定取引が解約された場合は，こ
れに付随する当座貸越契約も自動的に解
約となる。
⑸	　手形交換所の取引停止処分に伴う解約
の場合は，組合は解約通知を発信しなく
ても解約の効力が生じる。
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定期貯金の商品概要や受入れ

解　説

⑴	　定期貯金を他店券で受入れることが

できるのは，直ちに取立ができるもの

に限られる。直ちに取立のできない他

店券は「代金取立」の方法で取立て，

その代り金を口座振替等によって定期

貯金に受入れることになる。したがっ

て，⑴の記述は正しい。

⑵	　現金と他店券を一緒に受入れる場合

は，利息計算期間，満期日の設定，不

渡時の対応等に問題が生ずるので，現

金と他店券の金額に分けて定期貯金を

取組むことになる。したがって，⑵の

記述は正しい。

⑶	　いったん預入された定期貯金の満期

日は変更することができない。満期日

の変更は，民法上は貯金契約の内容変

更であるため当事者の合意があれば可

能である。しかし，定期貯金は満期日

まで払戻しができない点に特徴があり，

金融機関もこの期間中は安心して資金

運用ができることから，金利も高く設

定している。もし満期日を貯金者の意

思で自由に変更されると，この特徴が

失われるからである。したがって，⑶

の記述は正しい。

⑷	　定期貯金の満期日は，預入した月か

ら暦にしたがって月数を数え，該当す

る月の預入日に応当する日としており，

応当日が休日の場合でも，その日を満

期日としている。したがって，⑷の記

述は誤りであり，これが本問の正解で

ある。

⑸	　定期貯金は，払戻期限が貯金契約日

から１か月以上経過した日に到来する

貯金で，法的性質が「確定期限付金銭

消費寄託契約」であることに特色があ

問　28　定期貯金の商品概要や受入れにつ
いて，誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　定期貯金を他店券で受入れることがで
きるのは，ただちに取立ができるものに
限られる。
⑵	　現金と他店券を一緒に受入れる場合は，
利息計算期間，満期日の設定，不渡時の
対応等に問題が生ずるので，現金と他店
券の金額に分けて定期貯金を取組むこと
になる。
⑶	　いったん預入された定期貯金の満期日
は，変更することができない。
⑷	　定期貯金の満期日は，預入した月から
暦に従って月数を数え，該当する月の預
入日に応当する日としているが，応当日
が休日の場合はその翌日が満期日となる。
⑸	　定期貯金は，払戻期限が貯金契約日か
ら１か月以上経過した日に到来する貯金
で，法的性質が「確定期限付金銭消費寄
託契約」であることに特色がある。

正解　⑷
正解率　63％

定期貯金・定期積金・国債の窓販等

加盟金融機関は強制解約を行うことが

必要なので，当座勘定規定では，組合

が解約通知を発信したときに解約の効

力が生じる旨を特約している。このよ

うに，取引停止処分に伴う強制解約に

限って，到達主義の例外として発信し

た時に直ちに解約の効力が生じるよう

に定めてある。したがって，⑸の記述

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。
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る。したがって，⑸の記述は正しい。

定 期 貯 金 の 書 替 継 続

問　29　定期貯金の書替継続について，正
しいものを１つ選びなさい。
⑴	　自動継続定期貯金については，当初預
入時に定期貯金の自動継続の意思を確認
していることから，以降，預入期間満了
ごとに当該定期貯金を継続するかどうか
の確認は必要ないとされている。
⑵	　自動継続定期貯金は継続前，継続後の
貯金の同一性は明らかであり，継続前の
定期貯金に設定された質権の効力は継続
後の定期貯金に及ぶ。
⑶	　起算日扱いによる書替継続は定期貯金
契約に反するため，満期日が休日の場合
でも取扱を避けるべきである。
⑷	　増額書替継続は，利息の一部または全
部を元金に組入れて継続する方法である。
⑸	　２口以上の定期貯金を１口にして継続
したり，１口の定期貯金を２口以上に分
割して継続したりすることはできない。

正解　⑵
正解率　69％

解　説

⑴	　自動継続定期貯金の場合には，預入

期間満了ごとに継続するかどうかの判

断の機会を貯金者に与えることが望ま

しく，満期日の前には貯金者に対して

継続可否の確認通知を行うようにして

いる。したがって，⑴の記述は誤りで

ある。

⑵	　自動継続定期貯金は継続前，継続後

の貯金の同一性は明らかであり，継続

前の定期貯金に設定された質権の効力

は継続後の定期貯金に及ぶことにな

る。したがって，⑵の記述は正しく，

これが本問の正解である。

⑶	　定期貯金を満期日経過後に書替継続

する「起算日扱いによる書替継続」は，

書替後の定期貯金の実質的な預入期間

は，契約上の期間から遡及日数を差引

いた期間となり，期間を定めて所定金

利を付けるという定期貯金契約に反す

るため避けるべきである。ただし，満

期日が休日の場合など「真にやむをえ

ない」ときには，「数日間」に限り起

算日扱の書替継続を行っている。した

がって，⑶の記述は誤りである。

⑷	　増額書替継続は，元利金に現金，あ

るいは他貯金口座等からの振替等に

よって，増額して継続する方法である。

したがって，⑷の記述は誤りである。

⑸	　２口以上の定期貯金を１口にして継

続したり，１口の定期貯金を２口以上

に分割して継続したりすることはでき

る。したがって，⑸の記述は誤りであ

る。

定 期 貯 金 の 中 途 解 約

問　30　定期貯金の中途解約について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　当事者の約定に基づいて行う相殺を「法
定相殺」といい，民法の規定に従って行
う相殺を「約定相殺」という。
⑵	　中途解約に応じることは，金融機関の
任意であることと不正入手者から貯金者
を保護する等の理由から，中途解約時の
金融機関の注意義務は，満期解約時より
も加重されるというのが判例や通説であ
る。
⑶	　中途解約の場合は，顔見知りで貯金者
本人と確認できるような場合のほかは，
単に貯金証書と届出印章を持っていると
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いうことだけで本人と判定せずに，運転
免許証などによって確認することも考慮
すべきである。
⑷	　組合が農協（漁協）取引約定書を徴し
ている場合は，貸出金の弁済期限が到来
していれば，借入債務者が組合に預入し
ている定期貯金等が満期日前であっても，
相殺または払戻充当によって貸出金を回
収することができる。
⑸	　定期貯金は，満期日まで払戻しをしな
いという約束をすることによって成立す
る期限付貯金債権であるから，貯金者か
ら中途解約の請求があっても，「当然これ
に応ずる法的義務」は金融機関にない。

正解　⑴
正解率　70％

解　説

⑴	　当事者の約定に基づいて行う相殺を

「約定相殺」といい，民法の規定に従っ

て行う相殺を「法定相殺」という。し

たがって，⑴の記述は誤りであり，こ

れが本問の正解である。

⑵	　中途解約の場合でも，貯金規定の免

責条項や，民法478条の「債権の準占

有者に対する弁済」の規定は適用され

る。しかし，中途解約に応じるという

ことは，金融機関の任意であることと，

不正入手者から貯金者を保護する等の

理由から，中途解約時の金融機関の注

意義務は，満期解約時よりも加重され

るというのが判例や通説である。した

がって，⑵の記述は正しい。

⑶	　中途解約の場合は，顔見知りで貯金

者本人と確認できるような場合のほか

は，単に貯金証書と届出印章を持って

いるということだけで本人と判定せず

に，運転免許証などによって確認する

ことも考慮すべきである。したがって，

⑶の記述は正しい。

⑷	　組合が農協（漁協）取引約定書を徴

している場合は，貸出金の弁済期限が

到来していれば，借入債務者が組合に

預入している定期貯金等が満期日前で

あっても，相殺または払戻充当によっ

て貸出金を回収することができる。し

たがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　定期貯金は，満期日まで払戻しをし

ないという約束をすることによって成

立する期限付貯金債権であるから，貯

金者から中途解約の請求があっても，

法律的には金融機関に期限の利益があ

り，「当然これに応ずる法的義務」は

金融機関にない。したがって，⑸の記

述は正しい。

定 期 貯 金 の 利 息 計 算

問　31　定期貯金の利息計算等について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　５月31日に預入された６か月定期貯金
の満期日は11月30日である。
⑵	　預入日が平成28年３月２日（水）で，
満期日が同年６月２日（木）とする３か
月定期貯金の利息計算期間の日数は92日
である。
⑶	　定期貯金の中間利払いは，単利型の定
期貯金には適用されているが，複利型の
定期貯金には適用されていない。
⑷	　定期貯金の利息計算の結果，利息額に
円未満が生じた場合はそれを切上げる。
⑸	　定期貯金の付利単位は１円が一般的で
あり，各金融機関は付利単位を自由に定
めることができる。

正解　⑷
正解率　75％

解　説
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⑴	　満期日の設定方法は，預入した月か

ら暦にしたがって月数を数え，該当す

る月の預入日に応当する日を満期日と

する。応当する日がその月になかった

場合は，その月の月末を満期日とする

ので，５月31日に預入された６か月

定期貯金の満期日は11月30日である。

したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　預入日が平成28年３月２日（水）で，

満期日が同年６月２日（木）とする３

か月定期貯金の利息計算期間の日数は

92日である。貯金規定で，預入期間

の日数計算は，預入日から満期日の前

日までの日数「片端（入れ）」とし，

利息は１年を365日として日割で計算

する旨を規定しているのが一般的であ

る。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　定期貯金の中間利払いは，単利型の

定期貯金には適用されているが，複利

型の定期貯金には適用されていない。

複利型の場合には，複利計算によって

算出した利息を所定の利払日に元金へ

組入れるので，現金払いや指定口座へ

の振替払い等を行うことができないか

らである。したがって，⑶の記述は正

しい。

⑷	　定期貯金の利息計算の結果，利息額

に円未満が生じた場合はそれを切捨て

る。したがって，⑷の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑸	　定期貯金の付利単位は１円が一般的

である。付利単位とは，利息計算の基

礎となる最小単位であり，各金融機関

は自由に定めることができる。した

がって，⑸の記述は正しい。

各種定期貯金の商品内容

問　32　各種定期貯金の商品内容につい
て，正しいものを１つ選びなさい（なお，
商品内容については金融機関が一般的に取
扱っているものとする）。
⑴	　期日指定定期貯金の最長預入期間は，
10年が一般的である。
⑵	　積立式定期貯金のエンドレス型は，口
座開設時に積立期間や満期日を定めない
で，預入のつど預入日の１年後の応当日
を据置期間満了日，３年後の応当日を最
長預入期間とするエンドレス方式で積立
し，必要な時期に必要な金額を払戻すこ
とができる。
⑶	　大口定期貯金の預入期間の定め方には
「期日指定方式」と「定型方式」があり，「期
日指定方式」は預入日に，金融機関があ
らかじめ定めた期間のなかから期日を選
択するものである。
⑷	　変動金利定期貯金の取扱いにおいて，
金利の上昇局面では，固定金利型に比べ
て変動金利型のほうが，金融機関の調達
資金の平均的な金利上昇スピードは遅く
なる。
⑸	　譲渡性貯金は，均一の条件で不特定多
数を対象に，公募といった形で発行する
ことも可能である。

正解　⑵
正解率　44％

解　説

⑴	　期日指定定期貯金の最長預入期間

は，３年以内としているところが一般

的である。したがって，⑴の記述は誤

りである。

⑵	　積立式定期貯金のエンドレス型は，

口座開設時に積立期間や満期日を定め

ないで，預入れのつど預入日の１年後

の応当日を据置期間満了日，３年後の
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応当日を最長預入期間とするエンドレ

ス方式で積立し，必要な時期に必要な

金額を払戻すことができる。したがっ

て，⑵の記述は正しく，これが本問の

正解である。

⑶	　大口定期貯金の預入期間の定め方に

は「期日指定方式」と「定型方式」が

あり，「期日指定方式」は預入日に，

最低預入期間である１か月以上と金融

機関が定める最長預入期限との間で自

由に満期日を指定できるものである。

したがって，⑶の記述は誤りである。

⑷	　変動金利定期貯金の取扱いにおい

て，金利の上昇局面では，固定金利型

に比べて変動金利型の方が，金融機関

の調達資金の平均的な金利上昇スピー

ドは速くなる。したがって，⑷の記述

は誤りである。　

⑸	　譲渡性貯金は，均一の条件で不特定

多数を対象にする募集発行は行わず

に，個別の交渉によって発行条件を決

める相対発行の方法で行う。系統金融

機関向けの総合的な監督指針でも，均

一の条件で不特定多数の者に対して，

公募といった形で大量に発行されてい

る場合はないか，と注意喚起している。

したがって，⑸の記述は誤りである。

定 期 積 金

問　33　定期積金について，誤っているも
のを１つ選びなさい。
⑴	　定期積金契約は，民法その他の法律に
あげている各種の契約のどれにも属さな
い無名契約であり，しかも，いろいろの
契約要素を持った混合契約であるといわ
れている。

⑵	　定期積金の給付補てん金は，所得税法
上は雑所得として取扱われ，マル優（少
額貯蓄非課税制度）適用は受けられない。
⑶	　定期積金の鮮度比率（積金年齢）は，
鮮度比率が低い（積金年齢が若い）ほど
将来の資金増加の見込みが低くなる。
⑷	　定期積金は，貯金保険制度の付保対象
商品である。
⑸	　定期積金契約は，積金者から掛金が条
件どおり払込まれると，金融機関に給付
契約金の支払義務が生じるが，掛金の払
込が遅れても払込を強制する権利はない
ので「片務契約」である。

解　説

⑴	　定期積金契約は，積金者が一定の掛

金を払込めば，金融機関は満期日に一

定の金額を反対給付として支払うとい

うもので，金銭消費寄託契約ではなく，

民法その他の法律にあげている各種の

契約のどれにも属さない無名契約であ

り，しかも，いろいろの契約要素を持っ

た混合契約であるといわれている。し

たがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　定期積金の給付補てん金は，所得税

法上は雑所得として取扱われ，マル優

（少額貯蓄非課税制度）の適用は受け

られない。したがって，⑵の記述は正

しい。

⑶	　定期積金の鮮度比率（積金年齢）は，

払込掛金残高（積金残高）と給付契約

金との比率のことで，〔積金残高÷給

付契約金〕によって求められ，鮮度比

率が低い（積金年齢が若い）ほど将来

の資金増加の見込みが高くなる。した

がって，⑶の記述は誤りであり，これ

正解　⑶
正解率　64％
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⑴	　外貨預金を預入した時点で１ドル＝

106円だった為替レートが解約時に１

外 貨 預 金

国債および個人向け国債

解　説

問　34　外貨預金について，正しいものを
１つ選びなさい。
⑴	　外貨預金を預入した時点で１ドル＝
106円だった為替レートが解約時に１ド
ル＝101円になった場合，ドルに対し円
が安くなったことを意味し，「円安」ある
いは「ドル高」になったという。
⑵	　個人対象の外貨預金は，マル優の取扱
いができる。
⑶	　外貨定期預金は，受入日の翌日から満
期日までの間，満期解約・自動継続の種
類変更が可能である。
⑷	　外貨預金には「為替リスク」が伴うので，
金融商品販売業者は販売が行われるまで
の間に顧客に対して，重要事項の説明が
義務づけられている。
⑸	　外貨預金を組む場合に，預入する円資
金を米ドル資金に転換するが，この時に
適用される外国為替相場は，対顧客電信
買相場（TTB）が用いられる。

問　35　国債および個人向け国債につい
て，誤っているものを１つ選びなさい（なお，
本問において，個人向け国債の発行期限が
３年もの（個人向け国債３年）を「３年もの」，
５年もの（個人向け国債５年）を「５年もの」，
10年もの（個人向け国債10年）を「10年もの」
という）。

正解　⑷
正解率　75％

が本問の正解である。

⑷	　定期積金は，貯金保険制度の付保対

象商品である。したがって，⑷の記述

は正しい。

⑸	　定期積金契約は，積金者から掛金が

条件どおり払込まれると，金融機関に

給付契約金の支払義務が生じるが，掛

金の払込が遅れても，金融機関には払

込を強制する権利はないので「片務契

約」である。したがって，⑸の記述は

正しい。

ドル＝101円になった場合，ドルに対

し円が高くなったことを意味し，「円

高」あるいは「ドル安」になったという。

したがって，⑴の記述は誤りである。

⑵	　個人対象の外貨預金は，マル優扱い

は適用されない。居住者の外貨定期預

金利息からは，一律20.315％の利子

所得税が源泉徴収される。したがって，

⑵の記述は誤りである。

⑶	　外貨定期預金は，受入日の翌日から

満期日の２営業日前までの間，満期解

約・自動継続の種類変更が可能である。

したがって，⑶の記述は誤りである。

⑷	　外貨預金には「為替リスク」が伴う

ので，金融商品販売業者は販売が行わ

れるまでの間に顧客に対して，市場（価

格変動）リスク，信用リスク，権利行

使期間・解約期間の制限などの重要事

項の説明が義務づけられている。した

がって，⑷の記述は正しく，これが本

問の正解である。

⑸	　外貨預金を組む場合に，預入する円

資金を米ドル資金に転換（これをドル

転ともいう）するが，この時に適用さ

れる外国為替相場は，対顧客電信売相

場（TTS）が用いられる。したがって，

⑸の記述は誤りである。
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解　説

　　正解　⑵
正解率　76％

解　説

⑴	　個人向け国債「３年もの」「５年もの」

は固定金利制，「10年もの」は変動金

利制である。したがって，⑴の記述は

正しい。

⑵	　個人向け国債「３年もの」「５年もの」

「10年もの」ともに，他の国債と同様，

マル優（少額貯蓄非課税制度）・マル

特（少額公債非課税制度）を利用でき

る。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　個人向け国債の中途換金について

は，農林中金を経由し，日本銀行（国

庫整理基金）に売り渡すことで中途換

金できる。ただし，個人向け国債は1

年間，中途換金できない期間があるた

め，注意が必要である。したがって，

⑶の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。

⑷	　現在，JAの窓口で販売できる国債

は，新窓販国債と個人向け国債である。

したがって，⑷の記述は正しい。

⑸	　長期国債（10年）の発行にあたっ

⑴	　個人向け国債「３年もの」「５年もの」
は固定金利制，「10年もの」は変動金利制
である。
⑵	　個人向け国債「３年もの」「５年もの」「10
年もの」ともに，他の国債と同様，マル優，
マル特を利用できる。
⑶	　個人向け国債は，中途換金することが
できない。
⑷	　現在，JAの窓口で販売できる国債は，
新窓販国債と個人向け国債である。
⑸	　長期国債（10年）の発行にあたっての
シ団引受方式は，平成18年度以降廃止さ
れた。

正解　⑶
正解率　66％

てのシ団引受方式は，平成18年以降

廃止された。したがって，⑸の記述は

正しい。

クレジットカードとデビットカード

問　36　クレジットカードとデビットカー
ドについて，誤っているものを１つ選びな
さい。
⑴	　金融機関のキャッシュカードに買物な
どの代金を支払う機能を付けたものをデ
ビットカードといい，「利用者口座のある
金融機関」がデビットカードサービスを
はじめると，手持ちのキャッシュカード
がそのままデビットカードになる。
⑵	　デビットカードの利用者は，クレジッ
トカードと同じように年会費の負担がか
かる。
⑶	　クレジットカードが日常生活の決済手
段として急拡大しており，クレジットカー
ドの決済口座を獲得することで貯金の歩
留まり向上が期待できる。
⑷	　JAカードは，一体型カード（クレジッ
トカード機能＋ICキャッシュカード機能）
を中心に据え，あわせて公共料金のカー
ド決済をセットし，JAカード稼働会員の
獲得に注力していく必要がある。
⑸	　クレジットカードの取引は，カード会
社，加盟店，カード会員の３者間の取引
である。

⑴	　金融機関のキャッシュカードに「買

物などの代金を支払う機能」を付けた

ものをデビットカードといい，「利用

者口座のある金融機関」がこのサービ

スを始めると，手持ちのキャッシュ

カードが自動的にそのままデビット
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解　説

貯 金 の 譲 渡・ 質 入 等

⑴	　貯金の質入では，質権設定者は貯金

者に限られるが，質権者は貯金債務者

（組合）であるとは限らず，第三者で

ある場合もある。したがって，⑴の記

述は誤りである。

⑵	　貯金規定（譲渡性貯金を除く）にお

いて，貯金者は組合の承諾なしに貯金

を質入することはできないことになっ

ている。したがって，⑵の記述は誤り

である。

⑶	　自組合貯金に質権を設定する場合，

相殺による回収が可能なときには，担

保差入証に確定日付を押さなくても債

権保全上支障がないので，実務上は確

定日付の徴求を省略している。した

がって，⑶の記述は誤りである。

⑷	　貯金債権を質権の目的とする場合，

法律上，貯金証書（通帳）の差入れ

は，質権成立の効力要件ではない。こ

れは，他の第三者に対する担保権の設

定や譲渡を防止するなどのトラブルが

生じないように，その実務上の配慮と

して行っている。したがって，⑷の記

述は誤りである。

⑸	　貯金の譲渡とは，貯金者が組合に預

問　37　貯金の譲渡・質入等について，正
しいものを１つ選びなさい。
⑴	　貯金の質入では，質権設定者は貯金者
に限られ，質権者も貯金債務者（組合）
に限られる。
⑵	　貯金規定（譲渡性貯金を除く）において，
貯金者は組合の承諾を得ずに貯金を質入
することができると定めている。
⑶	　自組合貯金に質権を設定する場合，相
殺による回収が可能なときでも，担保差
入証に確定日付を徴求する必要がある。

正解　⑸
正解率　58％

貯金業務関連知識と手形・小切手

カードに変わることになる。したがっ

て，⑴の記述は正しい。

⑵	　デビットカードの利用者は，クレ

ジットカードのような年会費の負担が

ない。したがって，⑵の記述は誤りで

あり，これが本問の正解である。

⑶	　クレジットカードが日常生活の決済

手段として急拡大しており，クレジッ

トカードの決済口座を獲得することで

貯金の歩留まり向上が期待できる。し

たがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　JAカードは，一体型カード（クレ

ジットカード機能＋ICキャッシュカー

ド機能）を中心に据え，あわせて公共

料金のカード決済をセットし，JAカー

ド稼働会員の獲得に注力していく必要

がある。したがって，⑷の記述は正し

い。

⑸	　クレジットカードの取引は，カード

会社，加盟店，カード会員の３者間の

取引である。したがって，⑸の記述は

正しい。

⑷	　定期貯金に質権を設定する場合，法律
上，貯金証書（通帳）の差入れが質権成
立の効力要件である。
⑸	　貯金の譲渡とは，貯金者が組合に預け
てある貯金の返還請求権を，その同一性
を保ちながら第三者との契約によって，
その第三者に移転する財産処分行為のこ
とである。
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けてある貯金の返還請求権を，その同

一性を保ちながら第三者との契約に

よって，その第三者に移転する財産処

分行為のことである。貯金の債務者で

ある組合からみれば，貯金者ＡがＢに

変わることになる。したがって，⑸の

記述は正しく，これが本問の正解であ

る。

貯金に対する強制執行

問　38　貯金に対する強制執行について，
誤っているものを１つ選びなさい。
⑴	　仮差押と滞納処分による差押が競合し
たときは，どちらが先行もしくは後行で
あっても，仮差押による差押が優先する。
⑵	　差押命令が民事執行法に基づく強制執
行手続であるのに対して，仮差押命令は
民事保全法に基づいて行われる強制執行
の保全手続である。
⑶	　確定判決など請求権の存在と範囲を表
示した文書で，法律により執行力が認め
られたものを債務名義といい，強制執行
手続は債務名義がなければ行うことがで
きない。
⑷	　強制的に換価処分する方法には，強制
執行手続のほかに担保権実行がある。
⑸	　同じ貯金について差押の競合があると，
第三債務者である組合は差押えられた貯
金を差押債権者に対して支払うことがで
きなくなり，その貯金を供託所に供託し
なければならない。

正解　⑴
正解率　66％

解　説

⑴	　仮差押と滞納処分による差押が競合

したときは，どちらが先行もしくは後

行であっても，滞納処分による差押が

優先する。組合は，第三債務者とし

て，滞納処分によって差押えられた範

囲で，徴収職員の取立に応じて支払っ

ても差し支えなく，差押えられた貯金

の全額を供託所に供託することもでき

る。したがって，⑴の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑵	　差押命令が民事執行法に基づく強制

執行手続であるのに対して，仮差押命

令は民事保全法に基づいて行われる強

制執行の保全手続である。したがって，

⑵の記述は正しい。

⑶	　確定判決など請求権の存在と範囲を

表示した文書で，法律により執行力が

認められたものを債務名義といい，強

制執行手続は債務名義がなければ行う

ことができない。したがって，⑶の記

述は正しい。

⑷	　強制的に換価処分する方法には，強

制執行手続と担保権実行がある。した

がって，⑷の記述は正しい。

⑸	　同じ貯金について差押の競合がある

と，第三債務者である組合は差押えら

れた貯金を差押債権者に対して支払う

ことができなくなり，その貯金を供託

所に供託しなければならない。差押の

競合というのは，複数の債権者が同じ

貯金を差押えた結果，差押金額の合計

額がその貯金金額を超える状態になっ

た場合をいう。したがって，⑸の記述

は正しい。

相 続 制 度

問　39　相続制度について，誤っているも
のを１つ選びなさい。
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解　説

⑴	　相続人の中に未成年者がおり，遺産

分割協議にその親権者が参加している

ときは，利益相反行為となり，未成年

者のための特別代理人を家庭裁判所に

選任してもらい，その特別代理人が未

成年者に代って遺産分割協議を行う必

要がある。したがって，⑴の記述は正

しい。

⑵	　民法が定めている普通方式の遺言に

は，①自筆証書遺言，②公正証書遺言，

③秘密証書遺言の３種類あるが，この

うち公正証書遺言以外の２つの遺言書

は，家庭裁判所の検認を受けなければ

ならない。したがって，⑵の記述は正

しい。

正解　⑷
正解率　77％

⑴	　相続人の中に未成年者がおり，遺産分割
協議にその親権者が参加しているときは，
利益相反行為となり，未成年者のための特
別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必
要がある。
⑵	　普通方式の遺言には，自筆証書遺言，公
正証書遺言，秘密証書遺言の３種類あるが，
このうち家庭裁判所の検認が必要ないもの
は公正証書遺言である。
⑶	　相続財産については，共有説と合有説と
の理論上の対立があるが，判例は共有説の
立場をとっている。
⑷	　法定相続人には，被相続人と血族関係に
ある者および配偶者がなるが，第１順位の
相続人は，子と父母，配偶者である。
⑸	　被相続人に直系卑属も直系尊属もいない
ときは，被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相
続人になり，兄弟姉妹が被相続人より先に
死亡しているときは，その子（被相続人の
甥，姪）に限って代襲相続することになる。

⑶	　相続財産については，共有説と合有

説との理論上の対立があるが，判例は

共有説の立場をとっている。すなわち

共有説によれば，相続財産は民法で定

める相続人全員の共有になり遺産分割

の対象となるとしている。したがって，

⑶の記述は正しい。

⑷	　法定相続人には，被相続人と血族関

係にある者および配偶者がなるが，第

１順位の相続人は，子と配偶者である。

したがって，⑷の記述は誤りであり，

これが本問の正解である。

⑸	　被相続人に直系卑属も直系尊属もい

ないときは，被相続人の兄弟姉妹と配

偶者が相続人になり，兄弟姉妹が被相

続人より先に死亡しているときは，そ

の子（被相続人の甥，姪）に限って代

襲相続することになる。したがって，

⑸の記述は正しい。

貯 金 の 相 続 手 続

問　40　貯金の相続手続について，正しい
ものを１つ選びなさい。
⑴	　組合の貯金者が死亡し，その遺族が死
亡した事実を告げないで，死亡者の貯金
通帳と印鑑を組合に提出し，その貯金の
払戻請求をした場合に，組合が死亡の事
実をまったく知らずに払戻しを行い，か
つ，その事実を知らなかったことについ
て過失がなかったときでも，組合は免責
されない。
⑵	　相続手続前に相続人の一部から葬儀費
用のため被相続人の貯金の一部について
払戻請求があった場合，組合の善管義務
を盾に支払を謝絶することが必要である。
⑶	　相続貯金について，遺産分割が行われ
るまでの間に，貯金の払戻しの請求があっ
たときは，相続人全員が連署した書類に
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解　説

⑴	　組合の貯金者が死亡し，その遺族が

死亡した事実を告げないで，死亡者の

貯金通帳と印鑑を組合に提出し，その

貯金の払戻請求をした場合に，組合が

死亡の事実をまったく知らずに払戻し

を行い，かつ，その事実を知らなかっ

たことについて過失がなかったとき

は，「債権の準占有者に対する弁済」

規定や貯金規定の免責条項によって，

組合は免責される。したがって，⑴の

記述は誤りである。

⑵	　顧客の葬儀費用払戻請求に対し，組

合の善管義務を盾にとって，拒否し続

けることは，その後の取引に悪影響を

及ぼしかねない。被相続人の死亡の事

実，相続人の確認をしたうえで葬儀費

用払戻依頼書に可能な限り多くの相続

人の連署を求め，連署した相続人の法

定相続分の合計金額を上限として申出

に応じてよい場合もある。したがって，

⑵の記述は誤りである。

⑶	　相続貯金について，遺産分割が行わ

れるまでの間に，貯金の払戻しの請求

があったときは，相続人全員が連署し

正解　⑶
正解率　80％

よって行うことが，原則的な取扱いであ
る。
⑷	　金融機関は，共同相続人の一人からの
相続貯金についての取引履歴開示請求が
あった場合，これに応じる義務はない。
⑸	　遺言による相続貯金の払戻請求があっ
た場合，その遺言に対して関係者間で争
いがあるときでも，遺言書の存在が確認
できるため，その遺言書に基づいて支払
に応じてよい。

た書類によって行うのが原則的な取扱

いである。したがって，⑶の記述は正

しく，これが本問の正解である。

⑷	　金融機関は，共同相続人の一人から

の相続貯金についての取引履歴開示請

求があった場合，その請求が通常の取

引履歴照会の範囲を超える場合や権利

の乱用と考えられる場合を除いてこれ

に応じる義務があることが最高裁判例

によって確定している。したがって，

⑷の記述は誤りである。

⑸	　遺言書による相続貯金の払戻請求が

あった場合，その遺言に対して関係者

間で争いがあるときは，遺言書だけを

過信することなく，家庭裁判所の調停

あるいは審判によって，貯金の帰属が

明確になるのを待って，支払に応ずる

ような慎重な配慮も必要である。した

がって，⑸の記述は誤りである。

手形（手形行為）・小切手（小切手行為）の特性

問　41　手形（手形行為）・小切手（小切
手行為）の特性について，誤っているもの
を１つ選びなさい。
⑴	　約束手形の振出人に対する約束手形所
持人の支払請求権，および為替手形の引
受人に対する為替手形所持人の支払請求
権の時効期間は，支払期日から３年であ
る。
⑵	　小切手行為に該当するものは，振出，
裏書，保証の３種類である。
⑶	　手形行為も小切手行為も，すべて手形
や小切手の書面上になされなければなら
ないという，書面行為性がある。
⑷	　手形・小切手には「証券の表章する権
利の内容が証券の文言のみによって決定
される」という「文言性」があるが，手形・
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解　説

⑴	　約束手形の振出人に対する約束手形

所持人の支払請求権，および為替手形

の引受人に対する為替手形所持人の支

払請求権の時効期間は，支払期日から

３年である。したがって，⑴の記述は

正しい。

⑵	　小切手行為には，①振出，②裏書，

③保証，④支払保証の４種類がある。

このうち，振出は小切手を創り出す基

本的な行為で，基本的小切手行為とい

い，その他を付属的小切手行為ともい

う。したがって，⑵の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑶	　手形行為も小切手行為も，すべて手

形や小切手の書面上になされなければ

ならないという「書面行為性」がある。

したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　手形・小切手には「証券の表章する

権利の内容が証券の文言のみによって

決定される」という「文言性」がある。

手形・小切手に記載された文言の解釈

については，当事者の意思を推測して

解釈すべきではなく，その文言が有す

る客観的意味を基準として解釈するこ

とが必要である。したがって，⑷の記

述は正しい。

⑸	　手形・小切手は，法律上の厳格な方

正解　⑵
正解率　50％ 約 束 手 形 の 要 件 等

問　42　約束手形の要件等について，誤っ
ているものを１つ選びなさい。
⑴	　手形面に金額が二重に記載されている
場合は，当座勘定規定により，所定の金
額記載欄に書かれたほうの金額を手形金
額とする。
⑵	　手形が有効に成立するために必ず記載
しなければならない事項を手形要件とい
い，手形・小切手等のように，有効に成
立するために記載すべき内容を法律で定
めている証券を要式証券という。
⑶	　手形面に記載すると，記載した事項だ
けでなく，手形全体が無効となってしま
う事項を有害的記載事項という。
⑷	　振出人が法人の場合，法人の名称のみ
を記載し届出印章を押した振出は無効と
されている。
⑸	　支払期日とは手形金額の支払われる期
日のことで，「確定日払」・「一覧払」・「一
覧後定期払」・「日付後定期払」の４種類
があり，このうち圧倒的に多いものは「一
覧払」である。

正解　⑸
正解率　43％

解　説

⑴	　手形面に金額が二重に記載されてい

る場合は，当座勘定規定により，所定

の金額記載欄に書かれた方の金額を手

形金額とする。したがって，⑴の記述

は正しい。

⑵	　手形が有効に成立するために必ず記

式が必要とされ，それが満たされなけ

れば効力が生じないという「要式性」

がある。したがって，⑸の記述は正し

い。

小切手に記載された文言の解釈について
は，その文言が有する客観的意味を基準
として解釈することが必要である。
⑸	　手形・小切手は，法律上の厳格な方式
が必要とされ，それが満たされなければ
効力が生じないという「要式性」がある。



− 65−

載しなければならない事項を手形要件

といい，手形・小切手等のように，有

効に成立するために記載すべき内容を

法律で定めている証券を要式証券とい

う。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　手形面に記載すると，記載した事項

だけでなく，手形全体が無効となって

しまう事項を有害的記載事項という。

したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　振出人が法人の場合，法人の名称の

みを記載し届出印章を押した振出は無

効とされている。必ず法人名のほかに

法人を代表して手形を振出した者の代

表資格とその氏名を表示し，かつ代表

者の届出印章を押す必要がある。した

がって，⑷の記述は正しい。

⑸	　支払期日とは手形金額の支払われる

期日のことで，「確定日払」・「一覧払」・

「一覧後定期払」・「日付後定期払」の

４種類がある。このうち圧倒的に多い

のが「確定日払」である。したがって，

⑸の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。

白地手形および約束手形の裏書

解　説

⑴	　金融機関は，確定日払の手形で振出

日の記載のないもの，または，手形で

受取人の記載のないものが呈示された

場合，顧客にその都度連絡しないで当

座勘定から引き落とすことができるよ

うに，当座勘定規定で約定されている。

したがって，⑴の記述は誤りである。

⑵	　白地手形は，未完成な手形であって，

不完全な無効手形とは区別されてい

る。白地手形として振出されても，後

でその白地部分が手形の所持人によっ

て補充され，手形として完成されれば，

その時点で振出人は手形債務を負担す

ることになる。したがって，⑵の記述

は誤りである。

⑶	　裏書人は振出人と違って手形の絶対

的支払義務者ではなく，担保責任を負

わない旨を記載した裏書をすれば，無

担保裏書をした裏書人は担保責任を免

れることができる。したがって，⑶の

記述は誤りである。

⑷	　未完成の白地手形をそのまま金融機

関に呈示することは，有効な呈示とい

えないことから，金融機関としては白

地を補充してから再度呈示してほしい

問　43　白地手形および約束手形の裏書に
ついて，正しいものを１つ選びなさい。
⑴	　金融機関は，確定日払の手形で振出日
の記載のないもの，または，手形で受取
人の記載がないものが呈示された場合，
顧客にその都度連絡して当座勘定から引
き落とさなければならない。
⑵	　白地手形は，未完成な手形であり，不
完全な無効手形と同一とみなされる。
⑶	　裏書人は振出人と同じく手形の絶対的
支払義務者であり，担保責任を負わない
旨を記載した裏書をしても，無担保裏書

正解　⑷
正解率　76％

をした裏書人は担保責任を免れない。
⑷	　未完成の白地手形をそのまま金融機関
に呈示することは，有効な呈示といえな
いことから，金融機関としては白地を補
充してから再度呈示してほしいと要求す
ることもできる。
⑸	　裏書の日付は，必ず記載するよう手形
法で規定されている。
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約 束 手 形 の 支 払

解　説

⑴	　手形は通常の金銭債権と違い，取立

債務とされているのは，手形の所持人

が通常は次々にかわるため，もし，持

参債務だとすると，手形債務者は誰に

支払ったらよいのかわからなくなって

しまうからである。したがって，⑴の

記述は正しい。

⑵	　約束手形上の権利者（所持人）は，

振出人から手形金を支払ってもらえな

かった場合，裏書人に対して支払って

ほしいと請求できる権利（遡求権）を

持っている。したがって，⑵の記述は

正しい。

⑶	　確定日払手形の支払呈示期間は，手

形法により，支払期日を含む３取引日

以内とされているが，この３日間に土

曜・日曜・祝日などの休日があるとき

は，その休日は勘定に入れずに計算す

る取扱いとなっている。したがって，

⑶の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。

⑷	　約束手形の振出人は，手形上の債務

者として絶対的な支払義務を負ってお

り，手形上の権利が時効で消滅しない

限り手形債務はなくならない（しかし，

当座勘定規定では，「手形が呈示期間

内に支払のため呈示された場合には，

当座勘定から支払う」と特約している

ので，呈示期間経過後に支払場所であ

る金融機関に支払呈示しても，その支

払金融機関は，当然のことながら支払

を拒絶し，手形は不渡になる）。した

問　44　約束手形の支払について，誤って
いるものを１つ選びなさい。
⑴	　手形が取立債務とされているのは，手
形の所持人が通常は次々にかわるため，
もし，持参債務だとすると，手形債務者
は誰に支払ったらよいのかわからなく
なってしまうからである。
⑵	　約束手形上の権利者（所持人）は，振
出人から手形金を支払ってもらえなかっ
た場合，裏書人に対して支払ってほしい
と請求できる権利（遡求権）を持っている。
⑶	　確定日払手形の支払呈示期間は，支払
期日を含む３取引日以内とされているが，
３日目が土曜・日曜・祝日などの休日で
あるときは，その休日を勘定に入れて計
算する取扱いとなっている。
⑷	　約束手形の振出人は，手形上の債務者
として絶対的な支払義務を負っており，
手形上の権利が時効で消滅しない限り手
形債務はなくならない。
⑸	　遡求義務を履行して手形を受戻し，そ
の手形の所持人となった者は，自分の前
者である遡求義務者に対して，再遡求す
ることができる。

正解　⑶
正解率　82％と要求することもできる。ただし，支

払呈示は，呈示期間内にされなければ

ならないという制限がある。したがっ

て，⑷の記述は正しく，これが本問の

正解である。

⑸	　手形法は，裏書の必要的記載事項を

裏書文言と裏書人の署名（記名捺印）

のみと定め，それ以外の記載事項を有

益的（任意的）記載事項としている。

そのため，裏書の日付は記載されなく

ても差し支えない。したがって，⑸の

記述は誤りである。
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為替手形の仕組み，約束手形との相違点

解　説

⑴	　為替手形の振出人は，約束手形の振

出人と違って，手形金を自分が支払う

という約束はしていない。ここが為替

手形と約束手形の基本的相違点であ

問　45　為替手形の仕組み，約束手形との
相違点について，誤っているものを１つ選
びなさい。
⑴	　為替手形の振出人は，約束手形の振出
人と同様に，手形金を自分が支払うとい
う約束をしている。
⑵	　為替手形も約束手形と同様に，要式証
券，文言証券であり，記載しなければな
らない事項は手形法に定められている。
⑶	　為替手形の引受の方法には，「引受」ま
たはこれと同一の意味を持つ文言を記載
して署名する正式引受と，為替手形上に
署名するだけの略式引受とがある。
⑷	　為替手形には振出人・支払人・受取人
の３当事者が必要であるが，この３者は
別人格でなければならないという制約は
ないため，同一人が２当事者を兼ねるこ
とも可能である。
⑸	　約束手形には「支払機能」と「信用機能」
があるが，為替手形には，約束手形と同
様の機能のほか，送金機能と取立機能が
ある。

正解　⑴
正解率　50％ 小切手の振出・譲渡・支払

問　46　小切手の振出・譲渡・支払につい
て，正しいものを１つ選びなさい。
⑴	　金融機関に対する小切手の呈示は，振
出日から起算して10日のうちにしなけれ
ばならない。
⑵	　小切手は「支払の用具」であり，ただ
ちに支払が受けられるものでなければな
らず，当然に一覧払とされている。

がって，⑷の記述は正しい。

⑸	　遡求義務を履行して手形を受戻し，

その手形の所持人となった者は，自分

の前者である遡求義務者に対して，再

遡求することができる。したがって，

⑸の記述は正しい。

る。したがって，⑴の記述は誤りであ

り，これが本問の正解である。

⑵	　為替手形も約束手形と同様に，要式

証券，文言証券であり，記載しなけれ

ばならない事項は手形法に定められて

いる。したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　為替手形の引受の方法には，「引受」

またはこれと同一の意味を持つ文言を

記載して署名する正式引受と，為替手

形上に署名するだけの略式引受とがあ

る。したがって，⑶の記述は正しい。

⑷	　為替手形には振出人・支払人・受取

人の３当事者が必要である。しかし，

この３者は別人格でなければならない

という制約はなく，同一人が２当事者

を兼ねることも可能である。振出人と

支払人と同一人であるものを自己宛手

形といい，振出人が自分で受取人にな

るものを自己指図手形または自己受手

形という。したがって，⑷の記述は正

しい。

⑸	　約束手形には「支払機能」と「信用

機能」があるが，為替手形には，①約

束手形と同様の機能のほか，約束手形

にはない②送金機能と，③取立機能が

ある。したがって，⑸の記述は正しい。
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解　説

正解　⑵
正解率　38％

⑶	　小切手の振出日は実際の振出日でなけ
ればならず，先日付の振出小切手は支払
呈示ができない。　
⑷	　小切手要件は，①証券の文言中の小切
手という文字，②小切手金額，③支払委
託の文言，④支払人の名称，⑤支払地，
⑥振出日，⑦振出地の７つである。
⑸	　支払地の記載のない小切手は，小切手
要件を欠く小切手であり無効である。

⑴	　金融機関に対する小切手の呈示は，

振出日の翌日から起算して10日のう

ちにしなければならない。したがって，

⑴の記述は誤りである。

⑵	　小切手は「支払の用具」であり，直

ちに支払が受けられるものでなければ

ならず，当然に一覧払とされている。

したがって，⑵の記述は正しく，これ

が本問の正解である。

⑶	　小切手の振出日は，先日付であって

も，直ちに支払呈示ができ，かつ，呈

示があった日に支払うべきものと定め

られている。先日付小切手には，呈示

期間を事実上先延ししてほしいという

願望と，受取人に対して小切手に記載

した「振出日」まで呈示しないでほし

いという依頼の気持ちが込められてい

るに過ぎない。したがって，⑶の記述

は誤りである。　

⑷	　小切手要件は，①証券の文言中の小

切手という文字，②小切手金額，③支

払委託の文言，④支払人の名称，⑤支

払地，⑥振出日，⑦振出地，⑧振出人

の署名の８つである。したがって，⑷

の記述は誤りである。

⑸	　小切手法では，支払地の記載のない

小切手でも，支払人の名称に肩書地が

あればそれを支払地とみなす旨，認め

ている。したがって，⑸の記述は誤り

である。

線 引 小 切 手

問　47　線引小切手について，誤っている
ものを１つ選びなさい。
⑴	　小切手の表面上に，２個の特定線引が
あっても，そのうちの１個が手形交換所
における取立のためになされたものであ
るときは，例外として，その取立委任を
受けた金融機関に支払ってもよい。
⑵	　線引制度に違反して金融機関が線引小
切手を受入れたり，支払金融機関が線引
小切手を支払っても，その受入れや支払
が無効になるわけではない。
⑶	　一般線引の線引自体を抹消して線引の
ない小切手にしたり，被指名金融機関の
名称を抹消することは認められていない。
⑷	　小切手の表面上に引かれた２条（２本）
の平行線のなかに，特定の金融機関名を
記入したものを，特定線引小切手という。
⑸	　小切手の線引は，振出人だけが記入で
き，小切手を受取った所持人は記入する
ことができない。

正解　⑸
正解率　63％

解　説

⑴	　小切手の表面上に，２個の特定線引

があっても，そのうちの１個が手形交

換所における取立のためになされたも

のであるときは，例外として，その取

立委任を受けた金融機関に支払っても

よい。なお，この例外は，特定線引が



− 69−

２個の場合に限られ，たとえ取立のた

めであっても３個の特定線引があると

きは，原則どおり支払うことができな

い。したがって，⑴の記述は正しい。

⑵	　線引制度に違反して金融機関が線引

小切手を受入れたり，支払金融機関が

線引小切手を支払っても，その受入れ

や支払いが無効になるわけではない。

その受入小切手に事故等がなく，小切

手所持人が正当な権利者であれば，何

の問題も生じない。したがって，⑵の

記述は正しい。

⑶	　一般線引の線引自体を抹消して線引

のない小切手にしたり，被指名金融機

関の名称を抹消することは認められて

いない。このような線引の抹消を認め

ると，支払を受けられる者の範囲が拡

大することになって，線引制度の意味

がなくなるためである。したがって，

⑶の記述は正しい。

⑷	　小切手の表面上に引かれた２条（２

本）の平行線のなかに，特定の金融機

関名を記入したものを，特定線引小切

手という。したがって，⑷の記述は正

しい。

⑸	　小切手の線引は，振出人だけでなく，

これを受取った所持人でも記入するこ

とができる。したがって，⑸の記述は

誤りであり，これが本問の正解である。

手 形・ 小 切 手 の 紛 失

問　48　手形・小切手の紛失について，誤っ
ているものを１つ選びなさい。
⑴	　除権決定が確定すると，紛失手形は無
効になり，紛失した手形を所持している者
は手形所持人としての形式的資格を失う。

⑵	　小切手は，呈示期間経過後でなければ
支払委託の取消の効力が生じない。
⑶	　手形・小切手の紛失者が約束手形・小
切手の振出人や為替手形の引受人でない
場合でも，金融機関に対して，絶対に支
払わないように要求することができる。
⑷	　手形を紛失した場合，公示催告・除権
決定によって紛失手形を無効にする必要
があるが，公示催告は手形記載の支払地
を管轄している簡易裁判所へ申し立てる。
⑸	　手形を紛失した者であっても，その手
形の善意取得者が現れない限り，その手
形の真の債権者である。

正解　⑶
正解率　72％

解　説

⑴	　除権決定が確定すると，紛失手形は

無効になり，紛失した手形を所持して

いる者は手形所持人としての形式的資

格を失う，一方で，手形を紛失した者

の権利が回復することになる。した

がって，⑴の記述は正しい。

⑵	　小切手は，呈示期間経過後でなけれ

ば支払委託の取消の効力が生じない。

したがって，⑵の記述は正しい。

⑶	　手形・小切手の紛失者が約束手形・

小切手の振出人や為替手形の引受人で

ない場合には，金融機関に対して，絶

対に支払わないよう要求することはで

きない。そこで，紛失者は手形・小切

手の支払義務者（振出人または引受人）

に紛失の旨を連絡して，支払義務者か

ら支払金融機関にその手形・小切手の

事故届提出を依頼する。この事故届に

よって，支払金融機関に対する支払委

託は取消されたことになる。したがっ

て，⑶の記述は誤りであり，これが本
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問の正解である。

⑷	　手形を紛失した場合，紛失した人は

公示催告・除権決定によって，どこか

で流通している紛失手形を無効にする

必要がある。公示催告は，手形記載の

支払地を管轄している簡易裁判所へ申

し立てる。したがって，⑷の記述は正

しい。

⑸	　手形を紛失した者であっても，その

手形の善意取得者が現れない限り，そ

の手形の真の債権者である。したがっ

て，⑸の記述は正しい。

手形交換制度・取引停止処分制度

問　49　手形交換制度・取引停止処分制度
について，正しいものを１つ選びなさい。
⑴	　０号不渡事由と第１号または第２号不
渡事由とが重複した場合は，第１号不渡
事由が優先する。
⑵	　手形交換所で交換された手形・小切手
が不渡になったときは，持帰金融機関お
よび持出金融機関の双方から手形交換所
に対して不渡届を提出しなければならな
いが，行内交換手形・小切手等について
は不渡届の提出が義務づけられていない。
⑶	　参加金融機関が手形交換に持出すこと
ができる証券類は，手形・小切手・郵便
為替証書に限られる。
⑷	　「資金不足」「取引なし」に該当する事
由は，第１号不渡事由である。
⑸	　取引停止処分は，手形交換所参加金融
機関から手形交換所に対し，３か月以内
に２回の不渡届が提出されたときに行わ
れる。

解　説

正解　⑷
正解率　63％

⑴	　０号不渡事由と第１号または第２号

不渡事由とが重複した場合は，０号不

渡事由が優先する。したがって，⑴の

記述は誤りである。

⑵	　手形交換所で交換された手形・小切

手が不渡になったときは，持帰金融機

関および持出金融機関の双方から手形

交換所に対して不渡届を提出しなけれ

ばならない。行内交換手形・小切手等

についても不渡届の提出が義務づけら

れている。したがって，⑵の記述は誤

りである。

⑶	　参加金融機関が手形交換に持出すこ

とができる証券類は，手形・小切手・

郵便為替証書・利札・配当金領収書・

その他金額が確定した証券で，当該金

融機関が領収すべき権利の明らかなも

のであれば，交換に持出すことができ

る。したがって，⑶の記述は誤りであ

る。

⑷	　「資金不足」「取引なし」に該当する

事由は，第１号不渡事由に該当する。

したがって，⑷の記述は正しく，これ

が本問の正解である。

⑸	　取引停止処分は，手形交換所参加金

融機関から手形交換所に対し，６か月

以内に２回の不渡届が提出されたとき

に行われる。したがって，⑸の記述は

誤りである。

手形・小切手の不渡届，不渡手形の返還方法等

問　50　手形・小切手の不渡届，不渡手形
の返還方法等について，誤っているものを
１つ選びなさい。
⑴	　手形交換所の参加金融機関は，取引停
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止処分を受けた取引先について，信用が
著しく回復したときは，手形交換所に取
引停止処分の解除を請求することができ
る。
⑵	　不渡手形・小切手の返還方法について，
東京手形交換所規則では，やむをえない
理由により逆交換返還ができなかった場
合には，交換日の翌営業日午前10時まで
に持出銀行の店頭に返還する（店頭返還）
と定めている。
⑶	　依頼返却とは，一度交換のために持出
した「手形」（交換証券類の総称）を持出
金融機関と持帰金融機関とが協議のうえ，
返還することをいう。
⑷	　取引停止処分を受けると，以後２年間
は，手形交換所の参加金融機関と当座勘
定取引および貸出取引（ただし，債権保
全のための貸出を除く）ができなくなる。
⑸	　不渡届を第１号と第２号に区別してい
るのは，第２号不渡事由には異議申立が
認められるが，第１号不渡事由には異議
申立が認められないためである。

解　説

正解　⑵
正解率　36％

⑴	　手形交換所の参加金融機関は，取引

停止処分を受けた取引先について，信

用が著しく回復したときは，手形交換

所に取引停止処分の解除を請求するこ

とができる。したがって，⑴の記述は

正しい。

⑵	　不渡手形・小切手の返還方法につい

て，東京手形交換所規則では，やむを

えない理由により逆交換返還ができな

かった場合には，交換日の翌営業日午

前11時までに持出銀行の店頭に返還

する（店頭返還）と定めている。した

がって，⑵の記述は誤りであり，これ

が本問の正解である。

⑶	　依頼返却とは，一度交換のために持

出した「手形」（交換証券類の総称）

を持出金融機関と持帰金融機関とが協

議のうえ，返還することをいう。した

がって，⑶の記述は正しい。

⑷	　取引停止処分を受けると，以後２年

間は，手形交換所の参加金融機関と当

座勘定取引および貸出取引（ただし，

債権保全のための貸出を除く）ができ

なくなる。したがって，⑷の記述は正

しい。

⑸	　不渡届を第１号と第２号に区別して

いるのは，第２号不渡事由には異議申

立が認められるが，第１号不渡事由に

は異議申立が認められないためであ

る。したがって，⑸の記述は正しい。
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正解番号一覧表

問
題
番
号

正
解
番
号

問
題
番
号

正
解
番
号

問
題
番
号

正
解
番
号

問
題
番
号

正
解
番
号

問
題
番
号

正
解
番
号

1 4 11 3 21 5 31 4 41 2

2 5 12 5 22 3 32 2 42 5

3 2 13 5 23 3 33 3 43 4

4 5 14 2 24 3 34 4 44 3

5 1 15 3 25 1 35 3 45 1

6 3 16 4 26 2 36 2 46 2

7 5 17 4 27 5 37 5 47 5

8 4 18 2 28 4 38 1 48 3

9 2 19 4 29 2 39 4 49 4

10 1 20 3 30 1 40 3 50 2
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